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Ⅰ　

は
じ
め
に

戦
時
期
（
一
九
三
七－

一
九
四
五
年
）
の
朝
鮮
人
の
日
本
へ
の
労
務
動
員
と
そ
の

労
働
を
「
強
制
連
行
・
強
制
労
働
」
と
し
て
論
じ
る
立
場
に
立
脚
す
れ
ば
、
朝
鮮
人

に
支
給
さ
れ
た
賃
金
の
実
態
や
、
日
本
人
と
の
賃
金
格
差
の
よ
う
な
問
題
は
論
議
の

対
象
に
な
り
難
い
で
あ
ろ
う（

１
）。「

強
制
連
行
・
強
制
労
働
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
朝

鮮
人
が
得
た
報
酬
の
よ
う
な
論
点
に
関
し
て
は
、
研
究
対
象
と
な
り
に
く
い
盲
点
で

あ
ろ
う
。「
強
制
連
行
・
強
制
労
働
」
と
い
う
視
点
か
ら
行
わ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
先
行

研
究
は
、
本
稿
で
取
り
扱
お
う
と
す
る
主
題
を
単
純
に
「
奴
隷
的
労
働
と
奴
隷
的
生

活
」
と
す
る
こ
と
で
す
ま
せ
、
矮
小
化
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
責
任
を
免

れ
な
い
。
労
務
動
員
に
関
し
、
当
然
取
り
組
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
の
問
題
に
関
し
、

先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
上
の
理
由
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
て
き
た
戦
時
期
の
労
務
動
員
に
関
す
る
研

究
の
ほ
と
ん
ど
が
「
強
制
連
行
・
強
制
労
働
」、
さ
ら
に
は
「
奴
隷
的
生
活
と
労
働
」

と
い
う
立
場
か
ら
進
め
ら
れ
、
か
か
る
視
点
は
朝
鮮
人
の
労
働
と
日
常
を
再
構
成
す

る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
視
点
に
立
つ
と
、
自
ず
と
「
奴

隷
労
働
」
や
「
奴
隷
的
生
活
」
と
は
相
い
れ
な
い
被
動
員
労
務
者
の
主
体
的
な
面
と

多
彩
で
多
様
な
日
常
の
出
来
事
は
視
野
に
入
っ
て
こ
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
負
の
視
点
は
戦
時
中
の
労
務
動
員
と
い
う
歴
史
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
研
究
の
主
題
と
課
題
を
大
き
く
狭
め
る
役
割
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
朝
鮮
人
炭
鉱
労
働
者
と
金
属
鉱
山
の
労
働
者
の
賃
金
が
ど
の
程
度
支
払

わ
れ
て
い
た
の
か
、
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
、
日
本
人
の
労
務
者
と
の
賃
金

の
格
差
は
実
際
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
推
移
は
戦
時
期
に
か
け
て
、

ま
た
戦
前
期
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の

問
題
の
解
明
を
通
し
て
、
本
研
究
は
朝
鮮
人
労
務
者
の
生
活
を
再
構
築
す
る
研
究
に

先
立
ち
、
そ
の
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
が
は
じ
め
の
目
的
と
な
る
。
し
か
し
、
本
論

で
述
べ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
人
労
務
者
の
賃
金
に
関
連
し
、
朝
鮮
の
家
族
へ
の
送
金
と

強
制
貯
蓄
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
朝
鮮
へ
送
金
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
た
の
か
、
ま

た
貯
金
は
労
務
者
の
意
志
に
よ
り
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
送
金
の
実
行
と
貯
金
の
引
き
出
し
が
朝
鮮
人
労
務
者
の
意
志
に
反
す
る
も
の

【
論
説
】
戦
時
期
日
本
へ
労
務
動
員
さ
れ
た 

　
　
　

朝
鮮
人
鉱
夫
（
石
炭
、
金
属
）
の
賃
金
と
民
族
間
の
格
差

李
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で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
高
い
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
と
し
て
も
意
味
が
な
い
か

ら
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。

本
稿
で
利
用
し
て
い
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
「
強
制
連
行
・
強
制
労
働
」
と
い
う
立

場
の
研
究
者
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
前
も
っ
て
断
っ
て
お
き
た
い
。

次
の
Ⅱ
節
で
は
、
朝
鮮
人
炭
鉱
労
働
者
（
金
属
鉱
山
も
含
む
）
が
受
け
取
っ
た
賃
金

の
水
準
が
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
の
か
、
通
説
の
よ
う
に
、
事
実
上
無
給
の

た
だ
働
き
同
然
だ
っ
た
の
か
、
微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
の
か
検
討
す
る
。
Ⅲ
節
で
は

賃
金
の
計
算
方
式
を
、
炭
鉱
を
事
例
に
し
て
説
明
す
る
。
Ⅳ
節
で
は
朝
鮮
人
と
日
本

人
の
賃
金
を
比
較
し
、
賃
金
が
「
民
族
差
別
的
」
に
支
給
さ
れ
た
と
い
う
通
説
が
果

た
し
て
妥
当
す
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
Ⅴ
節
で
は
前
節
Ⅳ
を
踏
ま
え
日
本
人

と
の
賃
金
の
格
差
が
戦
時
期
に
、
ま
た
戦
前
期
と
く
ら
べ
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の

か
に
つ
い
て
紙
幅
を
割
く
。
結
論
で
は
本
稿
で
論
じ
た
点
を
要
約
し
、
今
後
の
課
題

を
提
示
し
て
結
び
と
す
る
。

Ⅱ　

賃
金
の
水
準

一
九
三
九
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
「
募
集
」
以
降
、
日
本
へ
の
労
務
動
員
は
始
ま
っ

た
。
多
く
の
人
々
は
「
戦
時
動
員
」
で
あ
る
が
故
に
賃
金
は
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
と

考
え
る
が
、
こ
れ
は
事
実
と
異
な
る
。
労
務
動
員
が
始
ま
っ
て
以
来
、
ま
た
一
九
四

四
年
一
〇
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
徴
用
」
の
段
階
で
も
被
動
員
者
へ
賃
金
は
支
払
わ
れ

て
い
た
。
本
稿
で
扱
う
鉱
夫
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
支
払

わ
れ
た
給
与
額
は
い
く
ら
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
支
出
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

朝
鮮
人
に
対
す
る
戦
時
動
員
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
一
九
四
〇
年
、
日
本
鉱
山
協

（
３
）

会
は
本
土
内
主
要
七
八
ヶ
所
の
炭
・
鉱
山
（
石
炭
鉱
山
と
金
属
鉱
山
。
以
下
同
じ
よ

う
に
表
記
す
る
）
の
朝
鮮
人
鉱
夫
に
対
し
皇
民
化
教
育
等
「
指
導
訓
練
施
設
」、
賃
金

等
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
「
待
遇
」、「
送
金
及
び
貯
金
」
等
に
関
し
て
調
査
し
た
、
三

〇
〇
頁
（
日
本
鉱
山
協
会 

一
九
四
〇
）
も
の
膨
大
な
分
量
で
あ
る
「
半
島
人
労
務
者

に
関
す
る
調
査
報
告
」
を
刊
行
し
、
集
計
結
果
を
発
表
し
た
（
朴
慶
植
編 

一
九
八
一
。

第
二
巻
、
一－

三
〇
〇
頁
）。
表
１
は
そ
こ
か
ら
一
ヶ
月
の
平
均
賃
金
、
一
人
当
た
り

の
平
均
貯
金
及
び
家
族
送
金
が
す
べ
て
書
か
れ
て
い
る
四
六
ヶ
所
の
炭
・
鉱
山
の
資

料
だ
け
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
ヶ
月
の
食
費
は
一
日
の
食
費
に
三
一
を
掛
け

算
し
て
計
算
し
、
そ
の
中
で
「
＊
」
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
食
費
の
資
料
が
な
く
、
資

料
が
あ
る
炭
・
鉱
山
の
一
日
当
た
り
の
食
費
の
う
ち
最
高
額
で
あ
る
六
〇
銭
か
ら
算

出
し
た
一
八
・
六
〇
を
表
示
し
た
。
差
額
は
一
ヶ
月
の
平
均
賃
金
か
ら
貯
蓄
、
送
金

及
び
食
費
を
引
い
た
値
で
あ
る
。
食
費
を
除
外
す
る
と
バ
ラ
ツ
キ
を
示
す
散
布
度
が

と
て
も
高
く
、
鉱
山
ご
と
に
賃
金
、
貯
金
及
び
送
金
の
状
況
が
ま
ば
ら
で
あ
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
以
上
か
ら
平
均
値
が
持
つ
意
味
が
限
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
他
の
資
料
が
な
い
た
め
、
こ
の
値
を
用
い
て
論
を
す
す
め
る
こ
と
に

す
る
。

前
も
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、「
一
ヶ
月
の
平
均
送
金
」
が
在
籍
者
ま
た
は

一
ヶ
月
に
一
日
以
上
作
業
に
参
加
し
た
か
同
社
の
一
人
当
た
り
の
平
均
額
で
は
な
く
、

送
金
を
実
際
に
行
っ
た
鉱
夫
だ
け
の
平
均
送
金
額
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

資
料
の
札
幌
管
内
三
井
砂
川
炭
鉱
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
四
〇
年
七
月
末
現
在
、

在
籍
人
員
は
六
二
二
名
で
あ
り
、
三
～
六
月
の
平
均
送
金
者
数
は
二
七
九
名
で
あ
っ

た
（
三
〇－
三
二
頁
）。
こ
の
数
字
か
ら
計
算
す
る
と
、
在
籍
者
の
四
四
・
八
％
が
平

均
し
て
三
二
・
三
四
円
を
送
金
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
1
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
て
い
な
い
が
、
大
阪
管
内
の
明
延
鉱
山
に
も
同
年
一
～
六
月
の
月
平
均
在
籍
人
数

（
４
）
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表１　1940年主要鉱山の賃金と支出  （単位：円、構成比は％）
所  属 炭  鉱  名 種類 月平均賃金 月平均貯金 月平均送金 月 食 費 差 額

札幌 管内

歌 志 内  炭 鉱 炭鉱 84.29   6.75 41.50 18.6* 17.44
空  知  炭 鉱 炭鉱 78.33 15.10 25.78 13.95 23.50
雄  別  炭 鉱 炭鉱 71.39 18.82 24.92 17.05 10.60
春  採  炭 鉱 炭鉱 99.06 10.00 20.00 18.6* 50.46
夕  張  炭 鉱 炭鉱 68.89   8.18 26.10 14.57 20.04
三井砂川  炭 鉱 炭鉱 80.37 20.16 23.49 13.95 22.77
豊  羽  鉱 山 鉱山 85.00 35.00 45.00 18.6* 13.60
靜  狩  鉱 山 鉱山 80.04 20.17 24.93 16.28 18.67
鴻 之 舞  鉱 山 鉱山 85.46 36.78 31.94 17.05   0.31

仙臺 管内
高  玉  鉱 山 鉱山 51.34 13.55 16.78 12.40   8.61
細  倉  鉱 山 鉱山 58.42   2.50 16.00 15.50 24.42
舟  打  鉱 山 鉱山 70.00   6.00 50.00 18.6*   4.60

東京 管内
佐  渡  鉱 山 鉱山 66.77 11.44 21.16 12.40 21.77
河  津  鉱 山 鉱山 58.98 16.56 23.51 10.85   8.06

大阪 管内

土  倉  鉱 山 鉱山 80.00 10.00 30.00 18.60 21.40
大 久 喜  鉱 山 鉱山 70.00   5.00 20.00 18.6* 26.40
白  瀧  鉱 山 鉱山 67.57 23.04 19.47 10.85 14.21
紀  州  鉱 山 鉱山 67.09   4.20   6.10 15.50 41.29
大  屋  鉱 山 鉱山 85.50   7.50 17.00 18.6* 42.40
鰐  淵  鉱 山 鉱山 64.10   3.70 40.00 13.95   6.45
今  出  鉱 山 鉱山 65.00   3.00 25.00 13.95 23.05
別  子  鉱 山 鉱山 62.11 19.40 29.00   9.30   4.41

福岡 管内

山 陽 無 煙 炭 炭鉱 79.64 38.13 57.28 12.40 28.17
飯  塚  炭 鉱 炭鉱 76.10 10.39 21.13 16.43 28.15
新  入  炭 坑 炭鉱 74.67 15.00 25.00 14.88 19.79
方  城  炭 坑 炭鉱 76.48 11.00 35.00 14.88 15.60
鯰  田  炭 坑 炭鉱 80.35 20.00 20.00 14.88 25.47
上 山 田  炭 坑 炭鉱 74.10 16.00 35.00 14.88   8.22
崎  戶  炭 鉱 炭鉱 77.10   8.00 32.33 18.6* 18.17
麻 生 商 店 炭鉱 72.00 22.50 22.50 15.50 11.50
吉 隈 炭 鉱 炭鉱 50.61   6.73 27.50 15.50   0.88
峰地 · 火峰  炭 鉱 炭鉱 64.48 15.38 22.24 13.95 12.91
目  尾  炭 鉱 炭鉱 72.96 17.10 20.80 13.18 21.89
下 山 田  炭 鉱 炭鉱 70.22 12.50 10.88 13.95 32.89
平  山  炭 鉱 炭鉱 73.87 11.07 25.00 15.50 22.30
豊  國  炭 鉱 炭鉱 65.61 10.00 20.00 15.50 20.11
山  野  炭 鉱 炭鉱 40.00   6.23 21.30 17.05   4.57
猪 之 鼻  炭 鉱 炭鉱 90.00 16.22 13.51 15.50 44.77
中 鶴 第 一 坑 炭鉱 64.22   6.00   6.50 13.95 37.77
大 之 浦  炭 鉱 炭鉱 66.30   5.50   7.50 13.95 39.35
岩  屋  炭 鉱 炭鉱 72.88 11.92 23.29 18.6* 19.07
吉 野 浦  炭 鉱 炭鉱 67.00 16.20 30.35 15.50   4.95
潛  龍  炭 鉱 炭鉱 63.86 13.41 27.24 15.50   7.71
池  野  炭 鉱 炭鉱 76.64   6.01 14.96 15.50 40.17
神  田  炭 鉱 炭鉱 85.47 10.29 28.75 15.50 30.93
佐 賀 關  鉱 山 鉱山 75.64 12.73 16.72 12.40 33.79
平   均 71.95 13.37 24.84 15.24 18.50
構 成 比 （100.0） （18.6） （34.5） （21.2） （25.7）

資料：日本鉱山協会1940年、4-300頁から抜粋、朴慶植編（1981） 『朝鮮問題資料叢書 第二巻 戦時強制連行・労務管理政策Ⅱ』。

－

－

－

－

－
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と
送
金
人
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
在
籍
者
の
う
ち
送
金
者
は
七
一
・
八
％
で
あ
る
。

（
九
八－
一
〇
一
頁
）。
同
管
内
の
生
野
鉱
山
も
同
様
の
記
録
が
あ
り
、
送
金
者
は
七

二
・
八
％
で
あ
っ
た
（
一
五
三－

一
五
五
頁
）。
仙
臺
管
内
の
高
屋
鉱
山
の
場
合
三
～

七
月
の
月
平
均
稼
働
人
員
と
送
金
人
員
が
記
さ
れ
て
お
り
、
稼
働
人
員
の
七
〇
・
一
％

が
送
金
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
五
四－

五
九
頁
）。
し
か
し
労
働
科
学
研
究
所
の

「
半
島
労
務
者
勤
労
状
況
に
関
す
る
調
査
報
告
」（
以
下
「
調
査
報
告
」
と
略
す
）
に

掲
載
さ
れ
た
一
九
四
一
年
の
北
海
道
某
炭
鉱
の
送
金
人
員
は
在
籍
人
員
の
三
四
・

〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
労
働
科
学
研
究
所
（
一
九
四
三
ａ
）、
朴
慶
植
編 

一
九
八

二   

第
一
卷
、
三
七
三
、
四
八
二
頁
）。
一
九
四
三
年
初
、
北
海
道
の
金
鉱
山
で
あ
る

住
友
㈱
鴻
之
舞
鉱
山
で
送
金
を
し
て
い
る
鉱
夫
は
全
体
の
二
〇
か
ら
三
〇
％
で
あ
っ

た
と
い
う
（
古
庄
正 

二
〇
一
一
、
三
五
八
頁
）。
表
1
は
戦
時
労
務
動
員
が
実
施
さ

れ
た
直
後
、
ま
だ
鉱
山
と
そ
の
労
務
係
に
な
れ
て
い
な
い
朝
鮮
人
労
働
者
が
、
会
社

側
の
強
権
に
促
さ
れ
多
数
が
送
金
し
た
状
況
を
示
し
て
お
り
、「
調
査
報
告
」
や
古
庄

正
の
数
値
は
会
社
の
勧
誘
を
振
り
切
り
、
自
己
の
意
思
で
賃
金
を
支
出
し
て
い
る
状

況
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
食
事
代
と
貯
蓄
は
賃
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
た
。
貯
蓄
は
ほ

と
ん
ど
が
強
制
貯
蓄
で
あ
っ
た
た
め
、
表
1
の
貯
蓄
額
は
賃
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
送
金
を
差
し
引
く
と
差
額
（
残
額
）
の
平
均
は
一

八
・
五
〇
円
で
あ
り
、
一
ケ
月
あ
た
り
平
均
賃
金
の
七
一
・
九
五
円
の
二
五
・
七
％

に
も
な
る
。
こ
の
差
額
は
賃
金
か
ら
貯
蓄
、
食
費
と
送
金
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
も
給
与
か
ら
引
か
れ
て
い
る
項
目
と
し
て
は
税
金
、
公
務
費
、
配
給
物

資
代
金
、
衣
服
費
、
月
払
い
等
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
項
目
か
ら
引
か
れ
る
金
額
は

一
九
四
四
年
の
資
料
に
よ
る
と
、
賃
金
の
一
六
・
七
％
程
度
で
あ
る
（
表
2
）。
こ
れ

を
も
と
に
、
賃
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
は
貯
蓄
一
八
・
六
％
、
食
費
二
一
・

（
５
）

二
％
、
税
金
お
よ
び
そ
の
他
が
一
六
・
七
％
、
そ
れ
に
送
金
二
五
・
七
％
と
な
る
。

従
っ
て
送
金
を
し
た
鉱
夫
は
賃
金
か
ら
貯
蓄
、
食
費
、
税
金
お
よ
び
そ
の
他
の
合
計

の
五
六
・
五
％
を
除
い
た
四
三
・
五
％
の
中
か
ら
送
金
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
表
2
の
一
九
四
〇
年
の
資
料
に
よ
る
と
、
送
金
を
す
る
人
々
は
こ
の
四
三
・

五
％
か
ら
三
四
・
五
％
を
送
金
し
、
残
り
の
九
・
三
％
を
小
遣
い
と
し
て
使
用
し
、

送
金
を
し
て
い
な
い
人
々
は
賃
金
の
四
三
・
五
％
を
す
べ
て
自
由
に
消
費
し
た
も
の

と
計
算
さ
れ
る
。

上
の
推
論
は
、
断
片
的
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
公
刊
さ
れ
て
き

た
資
料
と
大
き
な
違
い
が
な
い
。

表
2
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
一

九
四
一
年
、
茨
城
県
所
在
の
日
立

鉱
山
の
貯
蓄
と
送
金
が
一
ヶ
月
の

賃
金
で
占
め
る
割
合
は
一
九
四
〇

年
と
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
。
一

九
四
四
年
の
資
料
は
一
日
の
賃
金

七
～
八
円
、
月
収
一
五
〇
円
の
九

州
地
域
の
平
均
的
な
炭
鉱
夫
の
支

出
構
成
を
示
し
て
い
る
か
、
こ
れ

を
計
算
し
た
結
果
、
一
九
四
〇
年

と
の
差
は
送
金
の
割
合
が
若
干
低

く
、
残
額
の
割
合
が
高
い
と
い
う

こ
と
の
み
で
、
差
引
額
と
そ
の
他

の
割
合
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
一

表２　賃金の支出と構成比  （単位：円、構成比は％）

年 度 控 除 額 送 金 残 金 計食 費 貯 金 その他 小 計

1940   15.24   13.37   11.78   40.39   24.84   6.72   71.95
（21.2） （18.6） （16.4） （56.1） （34.5） （9.3） （100.0）

1941   11.50   21.52   52.96
（計算不可） （計算不可） （計算不可）

1944   18.00   45.00   25.00   88.00   40.00   22.00   150
（12.0） （30.0） （16.7） （58.7） （26.7） （14.7） （100.0）

1945   67.16   36.88   20.75   124.79
（53.8） （29.6） （16.6） （100.0）

資料：  1940年は日本鉱山協会（1940）、1-300頁。1941年は労働事情調査所（1942）、90頁。月
の平均収入額、平均貯金額、平均送金額のすべてのデータがない。

     1944年は 石炭統制會九州地部（1945） 209頁、1945年は守屋敬彦（1996）、128頁。
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九
四
五
年
は
住
友
鉱
業
㈱
伊
奈
牛
鉱
山
の
資
料
か
ら
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
四
四
名
の
朝
鮮
人
鉱
員
の
四
ヶ
月
分
の
稼
働
賃
金
、
差
引
額
及
び
家
族
送
金
額

が
記
さ
れ
て
お
り
、
表
2
に
は
そ
の
平
均
金
額
を
記
し
た
。
こ
の
支
出
構
成
も
ま
た

一
九
四
〇
年
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
大
差
が
な
い
。

要
す
る
に
、
表
2
は
異
な
る
資
料
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
賃
金
は
強
制

貯
蓄
、
食
費
、
そ
の
他
の
雑
費
を
引
い
て
も
少
な
く
と
も
四
割
程
度
の
金
額
が
手
取

り
分
と
し
て
残
る
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
四
割
以
上
の
現
金
が

あ
る
た
め
、
会
社
側
は
送
金
を
強
く
勧
め
た
が
、
従
わ
な
い
朝
鮮
人
も
多
か
っ
た
。

彼
ら
は
送
金
の
代
わ
り
に
現
地
に
て
使
用
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
送
金
の
如
何
は

現
場
で
は
寮
を
監
督
す
る
労
務
係
員
つ
ま
り
寮
長
と
、
労
務
者
の
間
で
の
激
し
い
議

論
の
末
に
決
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
四
ヶ
所
の
炭
・
鉱
山
を
現
地
調

査
し
た
結
果
を
記
録
し
た
「
半
島
労
務
者
勤
労
状
況
に
関
す
る
調
査
報
告
」
で
は
、

こ
の
話
が
「
貯
蓄
の
奨
励
」
と
い
う
項
目
に
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
Ｂ
炭
鉱
」
で
は

「
毎
月
の
給
料
は
寮
長
を
通
じ
て
支
払
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
各
個
人
の
貯
蓄
額
、
送

金
額
を
本
人
と
話
し
合
っ
て
合
意
し
、
そ
の
残
額
を
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と

記
さ
れ
て
い
る
（
朴
慶
植
編 

一
九
八
二   

第
一
卷
、
四
七
一
頁
）。

先
行
研
究
で
は
、
強
制
貯
蓄
、
各
種
積
立
金
、
食
費
、
そ
の
他
の
雑
費
等
を
差
し

引
く
と
、
残
る
も
の
が
な
く
、
ご
く
僅
か
な
額
の
「
小
遣
い
」
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て

送
金
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
強
制
貯
蓄
等
を
控
除
し
て
も
賃

金
の
四
割
以
上
が
残
り
、
こ
の
金
額
か
ら
自
身
の
意
志
で
あ
ろ
う
が
労
務
係
の
強
要

で
あ
ろ
う
が
、
家
族
に
送
金
し
た
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
現
地
で
消
費
し
た
り
し
た
。

一
九
三
九
年
七
月
一
九
日
に
発
表
さ
れ
た
「
右
ノ
要
綱
（「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
要

綱
」、
引
用
者
）
取
扱
ニ
関
ス
ル
細
目
」
以
来
、
終
戦
ま
で
「
生
活
に
必
要
な
最
小
限

の
金
額
の
み
残
し
て
す
べ
て
送
金
・
貯
蓄
」
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
が
（
朝
鮮

（
６
）

（
７
）

（
８
）

人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
編 

一
九
九
九
、
四
三
頁
）、
朝
鮮
人
労

務
者
の
抵
抗
で
こ
の
原
則
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
。
作
業
服
と
食
事
は
差
引
額
に
含
ま

れ
、
独
身
者
の
た
め
の
宿
舎
の
家
賃
は
無
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
生
活
に
必
要

な
金
額
と
貯
蓄
が
差
し
引
か
れ
た
後
に
残
っ
た
金
額
か
ら
、
送
金
し
な
い
分
は
洋
服

の
購
入
、
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物
、
賭
博
、
酒
と
た
ば
こ
等
に
使
用
さ
れ
た
。
詳
細
は

別
稿
に
譲
り
た
い
。

Ⅲ　

賃
金
の
計
算
方
式

炭
鉱
を
中
心
に
賃
金
の
計
算
方
式
に
関
し
て
考
察
す
る
。
炭
・
鉱
員
の
賃
金
は
、
林

え
い
だ
い
が
「
炭
砿
に
よ
っ
て
賃
金
の
差
は
あ
る
が
、
そ
の
計
算
の
方
法
は
実
に
複

雑
で
あ
る
。」
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
一
九
九
一
、「
解
題
」
三
六
頁
）
非
常
に
複

雑
な
方
式
で
計
算
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
賃
金
体
系
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く
説
明
し

て
い
る
も
の
は
労
働
科
学
研
究
所
（
一
九
四
三
ｂ
）
の
「
炭
砿
に
お
け
る
半
島
人
労

務
者
」
で
あ
り
。
こ
れ
を
要
約
、
紹
介
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、「
新

入
」
は
「
三
ヶ
月
」
の
訓
練
期
間
に
は
定
額
の
日
給
を
支
給
す
る
。
こ
の
期
間
が
終

わ
り
、
採
炭
、
掘
進
、
充
塡
、
運
搬
等
の
基
幹
作
業
に
関
し
て
は
団
体
生
産
高
賃
金

率
が
一
般
的
で
あ
る
。
定
額
の
日
給
制
の
賃
金
が
払
わ
れ
た
の
は
機
械
、
工
作
、
選

炭
、
雑
役
等
で
あ
る
。
以
下
で
は
採
炭
、
掘
進
等
に
お
け
る
生
産
高
賃
金
率
に
関
し

て
説
明
す
る
。

一
、賃
金
総
額
の
決
定
。
採
炭
は
ト
ン
当
た
り
単
価
×
正
味
出
炭
高
、
掘
進
は
坪

当
た
り
単
価
×
掘
進
坪
数
で
賃
金
の
総
額
を
計
算
す
る
。
二
、賃
金
総
額
の
修
正
。
前

も
っ
て
決
め
た
出
炭
高
以
上
に
出
炭
し
た
場
合
、
各
函
に
所
定
の
奨
励
金
を
加
算
す

る
。
採
炭
夫
が
採
炭
以
外
に
別
の
作
業
を
し
た
場
合
、
そ
れ
も
総
額
に
加
算
す
る
。

（
９
）

（
10
）

（
11
）
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勤
労
報
告
隊
や
新
参
者
の
配
属
に
よ
っ
て
総
出
炭
量
の
低
下
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に

は
「
技
能
低
下
補
助
」
な
ど
の
名
目
で
一
定
金
額
が
加
算
さ
れ
た
。
朝
鮮
人
労
働
者

が
多
数
混
合
配
置
さ
れ
る
場
合
に
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
加
算
額
を
適
用
ま
た
は
新

入
の
未
熟
練
鉱
夫
の
教
育
、
引
率
指
導
に
関
す
る
手
当
を
総
額
に
加
算
す
る
。
三
、

ト
ン
当
た
り
の
単
価
の
決
定
。
ト
ン
当
た
り
生
産
費
の
う
ち
、
労
賃
部
分
を
考
慮
し
、

他
の
作
業
場
と
の
均
衡
を
勘
案
し
、
ま
た
、
季
節
的
な
理
由
で
作
業
が
困
難
で
あ
る

場
合
に
は
そ
の
事
情
を
考
慮
し
、
低
質
な
鉱
石
が
多
い
採
掘
切
羽
ま
た
は
炭
層
に
遭

遇
し
出
炭
高
が
落
ち
る
場
合
に
も
そ
の
事
情
を
参
酌
し
、
ト
ン
当
た
り
単
価
を
決
定

す
る
。
四
、総
出
炭
高
の
決
定
方
法
。
出
炭
高
は
函
数
、
つ
ま
り
坑
内
鉄
路
に
あ
る

石
炭
を
積
載
し
た
車
両
の
数
で
計
算
す
る
。
一
函
あ
た
り
積
載
ト
ン
数
は
目
測
に
よ

り
決
定
さ
れ
る
（
目
測
と
い
っ
て
も
実
測
と
ほ
ぼ
差
が
な
か
っ
た
と
い
う
）。
ま
た
、

捨
て
石
（
ボ
タ
）、
つ
ま
り
低
質
の
原
鉱
混
入
が
多
い
場
合
に
は
一
定
率
だ
け
函
数
を

削
減
す
る
（
こ
の
函
数
計
算
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
人
の
う
ち
に
疑
い
を
持
つ
も
の
も

い
た
と
い
う
）。
五
、以
上
の
よ
う
に
、
決
定
さ
れ
た
賃
金
総
額
は
、
石
炭
鉱
夫
そ
れ

ぞ
れ
の
技
能
程
度
と
受
け
持
っ
た
職
種
を
考
慮
し
決
め
ら
れ
た
一
定
の
比
率
に
基
づ

き
個
人
ご
と
に
分
配
さ
れ
た
。
現
場
係
員
が
算
出
す
る
こ
の
按
分
の
比
率
を
歩
率
と

い
う
。
た
と
え
ば
最
低
を
一
〇
と
し
、
最
高
を
一
六
に
し
た
と
き
各
鉱
夫
歩
率
を
付

与
し
、
こ
の
歩
率
に
比
例
し
て
賃
金
を
支
給
す
る
の
で
あ
る
（
労
働
科
学
研
究
所
（
一

九
四
三
ｂ
）
七
六
九－

七
七
〇
頁
）。

実
例
を
挙
げ
説
明
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
調
査
が
実
施
さ
れ
た
そ
の
日
の

出
炭
は
二
四
七
函
、
函
あ
た
り
の
単
価
は
〇
・
七
五
円
で
あ
っ
た
。
捨
て
石
（
ボ
タ
）

混
入
に
よ
る
控
除
函
数
は
二
〇
函
、
積
載
不
十
分
に
よ
る
控
除
函
数
は
一
・
九
函
、

所
定
量
以
上
を
積
載
し
、
増
加
し
た
函
数
は
〇
・
六
函
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
純
出
炭

高
は
二
四
七－

二
〇－

一
・
九
＋
〇
・
六
＝
二
二
六
・
一
五
函
と
な
り
、
総
支
出
賃

金
は
〇
・
七
五
×
二
二
六
・
一
五
＝
一
六
二
・
八
三
円
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

日
、
勤
労
報
国
隊
が
一
緒
に
作
業
を
し
て
い
た
と
す
る
と
、
彼
ら
に
よ
る
能
率
低
下

の
補
助
と
し
て
、
函
あ
た
り
二
〇
銭
を
補
助
し
、
そ
の
総
額
は
〇
・
二
〇
×
二
二
六
・

一
五
＝
四
五
・
二
〇
と
な
る
。
ま
た
、
勤
労
報
国
隊
員
一
人
当
た
り
の
新
参
者
の
教

育
手
当
を
〇
・
三
〇
円
と
し
、
〇
・
三
〇
×
一
八
名
＝
五
・
四
〇
円
を
追
加
す
る
。

火
薬
代
の
二
一
・
四
二
円
引
い
て
賃
金
総
計
は
一
九
二
・
〇
一
円
で
あ
る
。
こ
れ
を

按
分
す
る
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
六
～
一
八
歳
で
一
ヶ
月
以
上
の
経
験
者
（
日

本
人
）
を
一
〇
と
し
た
と
き
、
こ
の
日
の
実
際
の
最
低
レ
ベ
ル
の
技
能
者
は
一
一
・

五
、
最
高
技
能
者
は
一
六
・
〇
と
の
評
価
を
受
け
、
こ
の
比
率
の
総
計
は
五
八
八
・

四
で
あ
る
。
つ
ま
り
技
能
レ
ベ
ル
一
に
対
す
る
賃
金
は
一
九
二
・
〇
一
／
五
八
八
・

四
＝
〇
・
三
二
八
円
と
な
る
の
で
あ
る
。
技
量
が
最
低
の
一
一
・
五
で
あ
る
も
の
は

〇
・
三
二
八
×
一
一
・
五
＝
三
・
七
七
円
、
技
量
が
最
大
の
一
六
・
〇
で
あ
る
も
の

は
、
〇
・
三
二
八 *

一
六
・
〇
＝
五
・
二
五
円
の
賃
金
を
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。（
労

働
科
学
研
究
所
（
一
九
四
三
ｂ
）
七
七
〇－

七
一
頁
）

朝
鮮
人
と
日
本
人
に
は
同
一
の
賃
金
体
系
が
適
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
計
算

が
複
雑
で
あ
っ
た
た
め
に
誤
解
を
生
む
可
能
性
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
歩
率
の
鑑

定
（
計
算
）
を
は
じ
め
民
族
差
別
的
な
要
素
が
介
入
す
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
人
と
会
社
が
対
立
し
た
紛
争
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
三
九
年
と
一
九
四
〇
年

に
頻
発
し
て
い
た
賃
金
問
題
に
よ
る
紛
争
は
一
九
四
一
年
以
降
に
は
ほ
ぼ
な
く
な
り

（
朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
編 

一
九
九
九
、
二
五
四
頁
）、
食

糧
事
情
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
る
紛
争
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
は
日
本

政
府
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
問
題
を
認
識
し
て
い
た
。
一
九
四
二
年
二
月
一
三
日
、

「
官
斡
旋
」
に
よ
る
労
務
動
員
制
度
を
導
入
し
な
が
ら
厚
生
省
、
労
働
省
で
公
表
し
た

「
移
入
労
務
者
訓
練
扱
取
要
綱
」
で
は
「
賃
金
は
労
務
者
各
人
の
能
率
、
勤
怠
に
依
り

（
12
）

（
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）
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差
等
あ
る
こ
と
を
予
め
充
分
に
理
解
せ
し
む
る
」
こ
と
（
厚
生
省
・
内
務
省
、
一
九

四
二
、
七
七
頁
）
を
要
求
し
、
同
月
二
〇
日
、
総
督
府
で
制
定
・
公
表
し
た
「
内
地

移
入
斡
旋
要
綱
」
で
も
「
従
業
条
件
を
特
に
徹
底
せ
し
む
る
こ
と
…
各
個
人
別
の
収

入
に
付
て
能
力
に
依
り
当
然
差
異
あ
る
も
の
な
る
こ
と
を
了
得
せ
し
む
る
こ
と
」
を

要
求
し
た
（
前
田
一
、
一
九
四
三
、
五
一
頁
）。

西
成
田
豊
は
一
九
四
二
年
北
海
道
の
住
友
㈱
鴻
之
舞
鉱
業
所
の
資
料
に
よ
る
と
「
賃

金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
け
っ
し
て
例
外
的
で
は
な
か
っ
た
」
と
書
い
て

い
る
が
（
一
九
九
七
、
二
七
七
頁
）、
西
成
田
が
依
拠
し
た
資
料
を
示
そ
う
。

昭
和
十
七
年
七
月
八
日

公
州
郡
木
洞
面
長　

木
村
清
治

住
友
鴻
之
舞
鉱
業
所
長
宛

 
 

労
務
者
ノ
賃
金
支
払
方
依
頼
ノ
件

 

…
…
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
年
、
引
用
者
）
三
月
二
十
二
日
ヨ
リ
貴
鉱
山
ニ
労

務
者
ト
シ
テ
従
事
シ
タ
ル
処
、
雇
用
期
間
満
了
ニ
付
本
年
四
月
二
十
七
日
帰
郷
致
居

ル
左
記
者
ノ
申
出
ニ
依
レ
バ
、
貴
社
出
発
ノ
際
被
此
取
リ
紛
レ
賃
金
受
領
ノ
正
確
ヲ

期
シ
得
ズ
、
只
貴
社
ノ
世
話
係
ヨ
リ
船
中
ニ
テ
口
頭
ヲ
以
テ
二
十
四
日
分
ノ
賃
金
残

額
ヲ
追
テ
送
金
ス
ベ
キ
旨
本
人
ニ
知
ラ
セ
タ
ル
処
、
皈
郷
後
既
ニ
二
ケ
月
候
得
共
、

未
ダ
何
等
ノ
送
金
ナ
キ
為
メ
、
本
人
ヨ
リ
数
回
ノ
依
頼
ヲ
受
ケ
、
不
得
已
御
通
報
候

間
、
御
繁
忙
中
乍
手
数
御
詳
細
ノ
上
、
其
ノ
内
容
照
査
ノ
上
、
其
ノ
内
容
一
応
回
報

相
成
度
右
依
頼
候
也

　
　
　
　
　

記

忠
清
南
道
公
州
郡
木
洞
面
利
仁
里

崔
錦
玉

（
14
）

 

西
成
田
豊
は
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
「
賃
金
受
領
ノ
正
確
ヲ
期
シ
得
ズ
」
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
、「
朝
鮮
人
に
対
す
る
賃
金
管
理
が
杜
撰
だ
っ
た
」
こ
と
を
上
の
資
料
か
ら
読

み
取
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
契
約
期
間
終
了
後
の
未
払
い
賃
金
を
清
算
す

る
過
程
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
鉱
山
に
勤
務
す
る
中
で
生
じ
た
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
も
示
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
一
九
三
九
年
、
日
本
へ

の
朝
鮮
人
労
務
動
員
が
始
ま
っ
て
以
来
、
雇
用
主
は
彼
ら
を
労
働
、
生
活
状
態
、
賃

金
等
労
務
管
理
に
関
す
る
実
態
を
毎
月
地
方
長
官
に
報
告
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
九
年
七
月
二
九
日
、
厚
生
・
内
務
両
省
の
次
官

に
よ
る
地
方
長
官
あ
て
の
通
牒
「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
要
綱
」
で
制
定
さ
れ
、
同
時

に
発
表
さ
れ
た
同
要
綱
の
「
取
扱
い
に
関
す
る
細
目
」（
朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査

報
告
書
編
集
委
員
会
編 

一
九
九
九
、
四
四
頁
）
と
「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
手
続
」
に

規
定
さ
れ
て
い
る
事
業
主
の
義
務
事
項
で
あ
っ
た
（
朝
鮮
人
強
制
連
行
真
相
調
査
団

編 

一
九
七
四
、
六
二
二
頁
）。
ま
た
、
同
日
公
表
さ
れ
た
「
朝
鮮
人
労
働
者
内
地
移

住
に
関
す
る
事
務
取
扱
手
続
」
で
は
毎
月
の
作
業
状
況
、
賃
金
、
貯
蓄
、
送
金
等
を

管
轄
警
察
署
に
報
告
す
る
よ
う
規
定
し
た
（
住
友
鉱
業
㈱
歌
志
内
鉱
業
部 

一
九
四
〇
、

一
五－

一
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
朝
鮮
人
に
対
す
る
賃
金
支
給
を
組
織
的
に
忌

避
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

賃
金
が
到
着
し
な
い
た
め
、
労
務
者
の
崔
錦
玉
は
、
面
事
務
所
を
訪
ね
抗
議
し
、

面
長
は
公
文
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
伝
え
、
回
答
を
求
め
た
と
い
う
事
実
も

重
要
で
あ
る
。
守
屋
敬
彦
は
日
本
か
ら
家
族
へ
と
送
金
し
た
お
金
が
届
か
ず
、
面
事

務
所
と
住
友
鴻
之
舞
鉱
山
の
間
の
往
復
文
書
が
あ
っ
た
と
い
う
が
（
一
九
九
六
、
一

三
四－
一
三
五
頁
）、
こ
の
件
に
関
し
て
も
鉱
山
の
側
か
ら
回
答
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
朝
鮮
人
に
対
す
る
賃
金
支
給
を
地
方
長
官
に
毎
月
報
告
す
る
義
務
が
付
加
さ
れ

て
お
り
、
朝
鮮
の
家
族
に
送
金
し
、
万
が
一
賃
金
が
到
着
し
な
け
れ
ば
そ
の
問
題
を

（
15
）
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解
決
す
る
手
続
き
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
成
田
豊
が
提
示
し
た
事
例
は
、

日
本
へ
と
動
員
さ
れ
た
労
務
者
の
賃
金
が
「
適
当
に
（
い
い
加
減
に
）
管
理
」
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
組
織
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解

釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
組
織
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

一
九
四
二
年
に
あ
る
炭
鉱
で
朝
鮮
鉱
夫
を
対
象
に
「
楽
し
い
こ
と
」
を
調
査
し
た
結

果
、
そ
の
一
番
と
し
て
「
給
料
日
」
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
（
産
業
労
働

調
査
所 

一
九
四
二
、
一
八
頁
）、
現
在
の
資
料
状
況
で
は
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ

と
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
金
属
鉱
山
・
石
炭
鉱
山
炭
鉱
資
料
が
新
た
に
公
開

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
で
実
態
に
近
い
姿
を
描
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

一
九
四
三
年
、
戦
況
に
よ
り
金
鉱
山
を
全
面
廃
・
休
業
す
る
措
置
が
取
ら
れ
る
と
、

上
記
の
住
友
鴻
之
舞
鉱
山
は
朝
鮮
人
鉱
夫
を
九
州
の
炭
鉱
に
転
換
配
置
し
た
。
鄭
惠

瓊
（
チ
ョ
ン
ヘ
ギ
ョ
ン
）
は
こ
の
と
き
給
与
の
関
係
を
重
視
し
て
、
一
八
～
二
〇
の

項
目
に
も
あ
る
給
与
、
手
当
、
貯
金
が
清
算
さ
れ
、
支
給
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
転
換
配
置
過
程
で
賃
金
等
を
規
定
す
る
も
の
を
も
っ
て
「
強
制
性
」
を
立
証
す

る
根
拠
で
あ
る
と
し
た
（
二
〇
一
一
、
五
七
四－

七
五
頁
）。
こ
の
金
額
の
清
算
と
支

給
が
な
ぜ
「
強
制
性
」
の
根
拠
と
な
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
理
解
に

苦
し
む
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
事
例
も
ま
た
、
上
の
場
合
と
同
じ
よ

う
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
守
屋
敬
彦
は
こ

の
鉱
山
で
転
換
配
置
さ
れ
た
人
々
に
賃
金
を
清
算
し
、
手
当
、
貯
金
を
支
給
し
た
こ

と
は
朝
鮮
人
と
日
本
人
と
も
同
じ
で
あ
り
、
朝
鮮
人
が
日
本
人
と
違
っ
た
こ
と
は
、

転
換
奨
励
金
と
い
う
名
目
で
月
給
三
ケ
月
分
に
相
当
す
る
退
職
手
当
、
休
業
手
当
、

酒
肴
料
、
餞
別
金
等
を
支
給
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
一
九
九
一
、

二
九
頁
）。

Ⅳ　

朝
鮮
人
と
日
本
人
間
の
賃
金
格
差

一
九
三
九
年
九
月
以
降
の
「
募
集
」、
一
九
四
二
年
二
月
以
降
の
「
官
斡
旋
」、
そ

し
て
一
九
四
四
年
九
月
以
降
の
「
徴
用
」
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
へ
と
動
員
さ
れ
た

朝
鮮
人
労
務
者
に
賃
金
は
支
払
わ
れ
た
。
ま
ず
、「
募
集
」
の
場
合
、
そ
の
施
行
を
知

ら
せ
た
一
九
三
九
年
七
月
二
九
日
、
内
務
・
厚
生
省
の
両
次
官
の
地
方
長
官
宛
通
牒

「
朝
鮮
人
労
働
者
内
地
移
住
に
関
す
る
方
針
」（
朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書

編
集
委
員
会
編 

一
九
九
九
、
四
八
三
頁
）
で
は
日
本
人
の
雇
用
主
に
「
朝
鮮
人
労
働

者
の
処
置
に
付
て
は
、
出
来
得
る
限
り
内
地
人
労
働
者
と
の
間
に
差
別
」
が
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
謳
っ
た
。「
官
斡
旋
」
に
よ
る
朝
鮮
人
労
務
者
動
員
を
公
表
し
た
一

九
四
二
年
二
月
一
三
日
の
閣
議
決
定
「
朝
鮮
人
労
務
者
活
用
に
関
す
る
方
策
」（
二
四

－

二
五
頁
）
で
も
「
本
要
員
の
処
遇
ら
し
て
関
し
て
は
形
而
上
下
に
亘
り
、
内
地
人

と
異
る
所
な
か
ら
し
む
」
と
指
示
し
た
。
最
後
に
、「
徴
用
」
に
お
い
て
も
「
賃
金
は

勿
論
、
其
の
他
の
処
遇
に
お
い
て
も
、
全
然
内
鮮
人
間
に
差
別
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

書
き
、
差
別
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
（
国
民
総
力
朝
鮮
聯
盟 

一
九
四
四
、
四
一－

四
二
頁
）。

個
々
の
鉱
山
で
も
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
間
に
賃
金
差
別
は
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ

て
い
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
「
半
島
人
労
務
者
に
関
す
る
調
査
報
告
」
で
「
賃
金
の

定
め
方
法
」
に
関
し
答
え
た
鉱
山
は
五
二
ヶ
所
で
あ
っ
た
（
一－

三
〇
〇
頁
）。
そ
の

中
で
も
二
一
ヶ
所
の
鉱
山
で
明
示
的
に
日
本
人
と
「
内
地
人
と
何
等
変
る
こ
と
な
し
」

と
答
え
る
か
、
日
本
人
と
「
同
様
」
と
答
え
た
。
賃
金
体
系
が
同
一
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
賃
金
額
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
一
九
四
〇
年
、
住
友
鉱
業
㈱
歌
志
内
鉱
業
部
（
石
炭
山
）
の
「
就
業
案
内
」
に

は
「
賃
金
は
稼
高
払
（
生
産
高
賃
金
率
、
引
用
者
）
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
住

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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友
鉱
業
㈱
歌
志
內
鑛
業
部 

一
九
四
〇
ｂ
、
二
二
頁
）。
磐
城
炭
鉱
の
「
就
業
規
則
」
に

は
「
三　

賃
金
に
関
す
る
事
項
一
．
稼
…
（
中
略
）
…
単
価
を
決
め
作
業
の
産
出
高

に
よ
り
計
算
…
（
中
略
）
…
共
同
社
業
の
場
…
（
中
略
）
…
按
分
し
賃
金
を
計
算
す

る
」
と
な
っ
て
い
る
（
長
澤
秀 

一
九
八
七
、
一
六
八
頁
）。
こ
の
「
就
業
案
内
」
と

「
就
業
規
則
」
の
共
通
点
は
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
区
別
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
両

者
を
区
別
し
別
個
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
文
書
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
住
友
鉱
業
㈱
歌
志
内
鉱
業
部
の “Term

s R
equested and A

nsw
er to the Term

s 

R
equested”

（「
進
駐
軍
関
係
綴
」
所
収
）
に
よ
る
と
日
本
敗
戦
後
、
朝
鮮
人
は
ス
ト

ラ
イ
キ
中
に
「
終
戦
以
前
日
本
人
よ
り
五
〇
銭
低
か
っ
た
た
め
追
加
で
五
〇
銭
を
支

給
」
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
こ
れ
に
対
し
会
社
は
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
間
の
差
を
な

く
し
賃
金
を
支
給
し
、
経
験
、
技
量
、
労
働
量
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
と
答
え
て
お
り

（
一
九
四
五
、
四
一
五－

四
一
七
頁
）、
以
後
こ
の
問
題
は
二
度
と
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
四
三
年
、
東
京
地
方
鉱
山
部
会
の
資
料
で
佐
渡
鉱
業
所
（
金
属
鉱
山
）
は
「
政

府
方
針
に
従
い
内
鮮
の
無
差
別
取
扱
方
針
」
で
あ
り
、
待
遇
は
「
内
地
人
と
同
じ
」

（
一
四
七
頁
）
で
、
賃
金
計
算
方
式
は
「
半
島
労
務
者
中
大
部
分
を
占
め
る
坑
内
夫
に

付
て
は
内
地
人
労
務
者
と
仝
様
年
齢
、
経
験
等
考
慮
し
、
業
務
の
種
類
及
び
難
易
に

依
り
予
め
査
定
せ
る
請
負
単
価
に
依
り
其
の
稼
高
に
応
じ
支
給
、
ご
く
少
数
の
坑
外

夫
に
付
て
は
定
額
給
を
支
払
う
」（
一
五
〇
頁
）
と
し
た
。
同
年
、
北
海
道
炭
鉱
汽
船

労
務
部
長
前
田
一
は
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
間
の
賃
金
区
分
は
な
く
、
勤
勉
性
と
技
量

に
基
づ
い
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
一
九
四
三
、
一
四
九
頁
）。

さ
て
、
日
本
政
府
と
朝
鮮
総
督
府
、
そ
し
て
個
別
鉱
山
が
闡
明
し
た
通
り
、
賃
金

に
お
い
て
民
族
差
別
は
実
際
に
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
朝
鮮
人
で
あ
る
と

い
う
理
由
で
同
じ
作
業
を
し
て
い
る
日
本
人
よ
り
低
い
賃
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
の

（
19
）

で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
に
関
し
最
初
に
明
快
な
答
を
出
し
た
研
究
者
は
朴
慶
植
（
一

九
六
五
）
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
学
界
の
主
流
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

根
拠
は
表
３
の
北
海
道
某
炭
鉱
の
民
族
ご
と
の
賃
金
分
布
（
一
ヶ
月
）
で
あ
り
、
出

所
は
労
働
科
学
研
究
所
が
一
九
四
二
年
一
月
一
五
日
か
ら
二
月
七
日
に
か
け
て
実
施

し
た
調
査
の
結
果
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
「
半
島
労
務
者
勤
労
状
況
に
関
す
る
調
査
報

告
」
の
九
〇
頁
に
あ
る
Ｄ
炭
鉱
の
資
料
で
あ
る
（
朴
慶
植
編 

一
九
八
二   

第
一
卷
、
九

〇
頁
）。

表
3
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
日
本
人
の
場
合
、
五

〇
円
以
上
が
八
二
・
三
％
で
あ
り
、
一
方
朝
鮮
人

は
五
〇
円
未
満
が
七
五
・
〇
％
を
占
め
る
。
こ
の

表
を
根
拠
に
、
朴
慶
植
は
朝
鮮
人
の
賃
金
が
日
本

人
の
半
分
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
民

族
差
別
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
表
は
同
じ

文
書
の
「
総
括
表
」、
一
七
三
～
一
七
四
頁
で
も
再

び
引
用
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
前
の
一
六
九

～
一
七
〇
頁
に
は
「
朝
鮮
人
勤
続
年
数
」
と
「
内

地
人
勤
続
年
数
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
Ｄ
炭
鉱
の
公
布
の
年
齢
ご
と
分
布
を
抜
粋
し
た

も
の
が
次
の
表
4
で
あ
る
。

朝
鮮
人
の
勤
続
年
数
は
二
年
未
満
が
八
九
・

三
％
で
あ
り
、
二
年
以
上
は
一
〇
・
七
％
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
日
本
人
は
二
年
未
満
が
四
二
・
八
％
、

二
年
以
上
は
五
七
・
二
％
に
達
す
る
。
表
4
か
ら

読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
表
3
で
朝
鮮
人
が
五
〇
円

（
20
）

（
21
）

表３　北海道 D炭鉱民族別の賃金分布  （単位 : 名、 ％）

30円未満 30-50 50-70 70-90 90-110 110-130 計

日本人
  32   123   187   194   181   160   877 

（3.6） （14.0） （21.3） （22.1） （20.6） （18.2） （100.0）

朝鮮人
  117   126   40   22   7   12   324 

（36.1） （38.9） （12.3） （6.8） （2.2） （3.7） （100.0）
資料：労働科学研究所（1943a）、90頁。
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未
満
の
低
い
賃
金
区
間
に
密
集
し
、
日
本
人
が
五
〇

円
以
上
の
相
対
的
に
高
い
区
間
に
集
中
し
て
い
る
の

は
「
勤
続
期
間
」
に
基
づ
く
作
業
能
率
の
差
異
を
反

映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
長
澤
秀
は
常
磐
炭
田
の

入
山
採
炭
㈱
の
作
業
班
構
成
に
よ
り
発

生
す
る
作
業
能
率
上
の
差
異
に
関
す
る

調
査
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

日
本
人
四
名
と
朝
鮮
人
三
名
で
構
成
さ

れ
る
場
合
、
一
名
当
た
り
の
炭
掘
進
尺

数
は
〇
・
八
尺
で
あ
る
の
に
比
べ
、
二

年
勤
続
し
た
朝
鮮
人
八
名
で
構
成
さ
れ

る
場
合
は
〇
・
五
一
尺
（
前
者
の
六

三
・
八
％
に
あ
た
る
）、
三
か
月
の
訓
練

を
終
え
た
朝
鮮
人
八
名
の
場
合
〇
・
二

五
尺
（
三
一
・
三
％
）
に
過
ぎ
な
か
っ

た
（
長
澤
秀 

一
九
八
七
、
二
八
頁
。『
朝

鮮
人
強
制
連
行
論
文
集
成
』（
一
九
九

三
、
一
七
〇
頁
）。
勤
続
年
数
つ
ま
り
経

験
の
蓄
積
が
作
業
能
率
を
決
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

上
記
「
調
査
報
告
」
で
民
族
と
勤
続
期
間
ご
と
の
分
布
と
賃
金
別
分

布
を
示
す
事
例
が
も
う
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
表
5
を
一
瞥
さ
れ
た
い
。

Ｄ
炭
鉱
と
同
じ
よ
う
に
北
海
道
の
Ｂ
炭
鉱
で
あ
る
。

勤
続
年
数
か
ら
み
て
朝
鮮
人
は
Ｄ
炭
鉱
と
は
違
い
一
～
二
年
に
集
中

し
て
お
り
、
日
本
人
の
勤
続
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
新
参
が
四
二
％

（
22
）

に
も
の
ぼ
る
。
し
か
し
、
勤
続
年
数
二
年
以
上
を
占
め
る
割
合
は
朝
鮮
人
が
二
三
・

〇
％
、
日
本
人
が
四
二
・
三
％
で
大
き
な
差
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
効
果
が
相
殺
さ

れ
、
Ｄ
炭
鉱
と
比
べ
て
み
た
と
き
、
賃
金
水
準
事
の
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
分
布
は
Ｂ

炭
鉱
に
比
べ
は
る
か
に
そ
っ
く
り
な
姿
を
現
し
て
い
る
。
五
〇
円
未
満
の
朝
鮮
人
と

表４　北海道 D炭鉱民族別勤続年数分布  （単位：名、％）

  １年未満 １～２年 ２～３年 ３～４年 ４～５年 ５年以上 計

朝鮮人
  273   53   39   －   －   －   365 

（74.8） （14.5） （10.7） － －  － （100.0） 

日本人
  276   123   106   101   42   285   933 

（29.6） （13.2） （11.4） （10.8） （4.5） （30.5） （100.0） 

資料：本文参照

表５　B炭鉱勤続期間と賃金  （単位：名、％）
A 勤続年数 

１年未満 １～２年 ２～３年 ３～４年 ４～５年 ５年以上 計

朝鮮人   194   524   215  933
（20.8） （56.2） （23.0） （100.0）

日本人   2,263   861   523   448   305   1,017   5,417 
41.8 15.9 9.7 8.3 5.6 18.8 100.0

B 賃金
30円未満 30-50 50-70 70-90 90-110 110円以上 計

朝鮮人   130   68   98   134   147   375   952
（13.7） （7.1） （10.3） （14.1） （15.4） （39.4） （100.0）

日本人   443   655   611   753   1,179   1,435   5,076 
（8.7） （12.9） （12.0） （14.8） （23.2） （28.3） （100.0）

資料：勤続年数は 労働科学研究所（1943a）、勤続期間は169-70頁、賃金は同資料80-81頁。

表６　 I鉱山の勤続年数と賃金  （単位：名、％）
A 勤続年数 

１年未満 １～２年 ２～３年 ３～４年 ４～５年 ５年以上 計

朝鮮人   96   188           284
（33.8） （66.2）         （100.0）

日本人   654   450   324   298   257   70   2,053 
（31.9） （21.9） （15.8） （14.5） （12.5） （3.4） （100.0）

B 賃金
30円未満 30-50 50-70 70-90 90-110 110-130 計

朝鮮人   38   53   69   47   34   19   260
（14.6） （20.4） （26.5） （18.1） （13.1） （7.3） （100.0）

日本人   73   222   469   403   299   256   1,722 
（4.2） （12.9） （27.2） （23.4） （17.4） （14.9） （100.0）

資料：勤続年数は労働科学研究所（1943a）、勤続期間は54頁、169-70頁、賃金は同資料173-174頁。
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日
本
人
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
・
八
、
二
一
・
七
％
、
五
〇
円
以
上
は
七
九
・
二
、
七
三
・

八
％
で
あ
る
。

Ⅰ
鉱
山
で
は
二
年
以
上
勤
続
し
た
朝
鮮
人
鉱
夫
は
一
人
も
い
な
い
。
反
面
、
日
本

人
鉱
夫
は
四
六
・
二
％
が
二
年
以
上
勤
続
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
賃
金
分
布
に
お
い
て

五
〇
円
以
下
の
労
務
者
が
占
め
る
割
合
は
朝
鮮
人
が
三
五
・
〇
、
日
本
人
は
一
七
・

一
％
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
五
〇
円
以
上
の
賃
金
を
受
け
取
る
日
本
人
労
務
者
の
比
率

が
朝
鮮
人
よ
り
高
か
っ
た
。
賃
金
の
「
民
族
差
別
」
に
関
し
朴
慶
植
が
提
示
し
た
根

拠
は
、
資
料
に
関
す
る
一
方
的
解
釈
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た

通
り
戦
時
期
の
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
賃
金
は
基
本
的
に
は
作
業
能
率
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
。
作
業
成
果
、
つ
ま
り
採
炭
量
、
採
鉱
量
に
よ
り
賃
金
が
決
定
さ
れ
、
勤
続
期

間
が
作
業
能
率
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
論
理
的
に
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
Ｂ
炭
鉱

と
Ｉ
鉱
山
の
勤
続
年
数
と
賃
金
の
分
布
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
現
実
を
裏
付
け
し
て
い

る
。
朴
慶
植
は
自
身
が
収
集
・
整
理
し
、
以
後
編
纂
し
た
資
料
集
に
採
録
し
た
重
要

な
資
料
を
、
そ
の
全
体
を
概
観
せ
ず
に
、
一
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
、
予
断
を
入
れ

込
み
、
早
ま
っ
た
結
論
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

朴
慶
植
の
間
違
い
は
こ
の
五
〇
余
年
間
に
わ
た
っ
て
一
度
も
批
判
的
に
検
討
さ
れ

ず
に
、
朴
慶
植
の
見
解
は
今
日
ま
で
生
き
延
び
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
金
旻
榮
（
キ

ム
ニ
ヨ
ン
）
は
朴
慶
植
が
提
示
し
た
北
海
道
Ｄ
炭
鉱
の
賃
金
の
分
布
を
そ
の
ま
ま
提

示
し
、
一
部
の
証
言
に
基
づ
い
て
朝
鮮
人
の
賃
金
は
、
日
本
人
の
半
分
、
ま
た
は
日

本
人
を
少
し
上
回
る
水
準
だ
と
主
張
し
た
（
一
九
九
五
、
一
三
八－

四
一
頁
）。
全
基

浩
は
金
山
と
し
て
有
名
な
日
本
鉱
業
株
式
会
社
の
一
八
ヶ
所
の
鉱
山
の
資
料
を
提
示

し
な
が
ら
「
民
族
的
賃
金
差
別
」
を
立
論
し
た
。（
二
〇
一
三
、
一
〇
二－

〇
四
頁
）。

全
基
浩
の
著
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
表
7
に
あ
り
、
一
九
四
三
年
三
月
、
坑
内
労
働

者
と
坑
外
労
働
者
の
平
均
賃
金
で
あ
る
。 （

23
）

全
基
浩
（
チ
ョ
ン
ギ
ホ
）
は
、
朝
鮮
人
坑
内
夫
の
賃
金
は
「
日
本
人
の
七
五
～
八

五
％
」
と
し
た
が
、
筆
者
が
再
集
計
す
る
と
、
朝
鮮
人
の
賃
金
は
、
日
本
人
平
均
の

八
六
・
八
％
に
あ
た
る
。
こ
の
程
度
の
差
を
民
族
差
別
と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

た
だ
、
鉱
山
ご
と
に
差
が
非
常
に
大
き
い
。
朝
鮮
人
の
賃
金
が
、
日
本
人
の
賃
金
の

七
三
・
六
％
に
過
ぎ
な
い
ケ
ー
ス
あ
れ
ば
、
一
一
二
・
二
％
に
な
る
ケ
ー
ス
あ
る
。

馬
上
と
王
の
山
鉱
山
の
場
合
、
朝
鮮
人
の
賃
金
が
高
い
数
字
で
あ
る
。
坑
外
労
働
者

の
場
合
、
朝
鮮
人
の
賃
金
は
、
日
本
人
の
九
四
・
一
％
で
あ
り
、
特
に
北
隆
な
ど
七

つ
の
鉱
山
で
朝
鮮
人
の
賃
金
が
、
日
本
人
よ
り
高
か
っ
た
。
鉱
山
を
比
較
す
る
際
、

坑
外
労
働
者
の
賃
金
の
格
差
の
バ
ラ
ツ
キ
は
坑
内
労
働
者
よ
り
大
き
い
。
朝
鮮
人
の

賃
金
が
、
日
本
人
の
賃
金
の
六
七
・
八
％
で
あ
る
鉱
山
も
あ
れ
ば
、
一
二
九
・
七
％

に
も
な
る
場
合
ま
で
分
散
度
が
と
て
も
大
き
い
。

朝
鮮
人
坑
外
労
働
者
の
賃
金
が
日
本
人
よ
り
高
い
鉱
山
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
、
全
基
浩
は
「
日
本
人
男
性
坑
外
労
働
者
が
減
少
し
、
あ
わ
せ
て
日
本
人
の
女

性
坑
外
労
働
者
や
臨
時
坑
外
労
働
者
が
増
加
し
、
賃
金
水
準
が
落
ち
た
た
め
に
、
韓

国
人
坑
外
労
働
者
の
賃
金
が
相
対
的
に
高
率
」
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
も
ま

た
あ
り
得
る
推
論
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
戦
時
期
を
通
し
て
日
本
人

と
朝
鮮
人
の
名
目
賃
金
は
い
ず
れ
も
上
昇
し
、
朝
鮮
人
坑
内
夫
の
賃
金
が
日
本
人
坑

内
夫
よ
り
高
い
場
合
も
散
見
で
き
る
。
つ
ま
り
日
本
鉱
業
株
式
会
社
で
、
朝
鮮
人
坑

外
夫
の
賃
金
が
高
い
例
が
あ
る
の
は
、
日
本
人
坑
外
夫
の
賃
金
が
下
落
し
た
た
め
で

は
な
く
、
朝
鮮
人
の
賃
金
上
昇
幅
が
日
本
人
に
比
べ
て
相
対
的
に
大
き
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、

平
均
的
に
み
て
、
表
7
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
民
族
間
の
顕
著
な
差
別
的
賃
金
で

は
な
く
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
間
に
存
在
し
て
い
た
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
作
業

能
率
の
差
異
を
反
映
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
重
要
な
論
点
と
な
る
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が
、
日
本
人
坑
外
夫
の
生
産
能
率
が
低
く
な
る
方
向
に
労
働
力
の
構
成
が
変
化
し
た

と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
朝
鮮
人
坑
外
夫
の
賃
金
が
日
本
人
に
比

べ
相
対
的
に
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
両
者
の
う
ち
ど
ち
ら
で
あ
る
か

を
判
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
人
ご
と
の
情
報
を
含
ん
で
い

る
「
賃
金
臺
帳
」
の
よ
う
な
資
料
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
資

料
は
存
在
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。

戦
時
期
に
日
本
の
鉱
山
で
規
程
な
ど
の
最
小
限
の
制
度
的
な
面
で
、
計
画
的
で
か

つ
組
織
的
な
民
族
的
賃
金
差
別
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
は
必
ず
し
も
目
新
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
韓
国
の
学
界
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

か
つ
て
長
澤
秀
は
常
磐
炭
鉱
の
朝
鮮
人
の
賃
金
は
、
請
負
制
に
よ
り
出
来
高
払
い
に

基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
日
本
人
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
賃
金

は
作
業
区
ご
と
の
域
内
の
総
作
業
量
、
個
人
持
ち
の
権
利
歩
合
（
大
先
山
一
一
分
、

先
山
一
〇
分
、
後
山
九
分
五
厘
～
九
分
、
新
入
八
分
～
七
分
五
厘
見
当
）、
そ
し
て
出

勤
日
数
に
基
づ
き
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
（
長
澤 

一
九
七
七
、

一
〇
一
頁
。『
朝
鮮
人
強
制
連
行
論
文
集
成
』（
一
九
九
三
、
一
三
〇
頁
）。
彼
は
一
九

八
七
年
の
論
文
に
お
い
て
も
、
同
炭
鉱
の
採
炭
労
働
者
の
賃
金
は
請
負
単
価
に
基
づ

く
生
産
高
払
で
日
本
人
と
同
様
に
集
団
請
負
に
基
づ
く
生
産
高
払
制
度
を
導
入
し
、

そ
の
他
の
職
種
は
定
額
の
日
給
制
で
あ
り
、
賃
金
の
職
種
別
の
格
差
は
あ
る
が
、「
賃

金
規
則
」
だ
け
読
む
と
民
族
に
よ
る
差
異
は
な
く
、
他
の
会
社
も
す
べ
て
同
じ
で
あ
っ

た
と
書
い
て
い
る
（
長
澤
秀 

一
九
八
七
『
朝
鮮
人
強
制
連
行
論
文
集
成
』（
一
九
九

三
、
一
六
八－

六
九
頁
）。

市
原
博
は
炭
鉱
で
は
作
業
の
能
率
と
職
種
に
よ
っ
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
朝
鮮
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
賃
金

を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
た
が
、
こ
れ
は
民
族
差
別
で
は
な
く
朝
鮮
の
送
出
機
構
に

内
在
し
て
い
た
問
題
と
し
て
把
握
し
た
（
市
原 

一
九
九
七
、
二
五
頁
）。
朝
鮮
側
の

送
出
機
構
の
問
題
と
は
、
な
ぜ
賃
金
の
個
人
差
が
発
生
す
る
の
か
を
十
分
に
周
知
さ

せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
は
朝
鮮
総
督
府
の
問
題
と
い
う
よ
り
募
集

を
担
当
し
て
い
た
日
本
の
炭
・
鉱
山
の
労
務
係
の
責
任
で
あ
る
と
市
原
は
指
摘
し
た
。

金
屬
鉱
山
に
関
し
て
は
相
澤
一
正
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
澤
は
岩

手
県
六
黒
見
金
山
で
朝
鮮
人
に
賃
金
を
等
級
に
基
づ
い
て
支
給
し
、
こ
れ
は
日
本
人

と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
た
。
同
一
労
働
に
対
し
同
一
賃
金
を
支
給
し
、
こ
れ
は
朝
鮮

表７　日本鉱業株式会社の賃金  （単位：賃金は円、賃金格差は％）

鉱山名 坑 内 労 働 者 坑 外 労 働 者
朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差 朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差

北 隆 3.435 4.038 14.9 2.912 2.771   5.1
豊 羽 4.207 5.586 24.7 3.171 3.055   3.8
惠 庭 3.534 4.327 18.3 2.826 3.364 16.0
大 金 3.806 5.091 25.2 2.712 3.251 16.6
上 北 3.631 4.273 15.2 2.695 2.868   6.0
赤 石 3.395 3.493   2.8 － 2.572 －
花 輪 3.127 4.149 24.6 2.378 2.475   3.9
大 谷 3.050 3.232   5.6 2.551 2.079 22.7
高 玉 2.342 3.091 24.2 1.524 1.958 22.2
日 立 3.112 4.226 26.4 2.823 2.688     5.02
日 光 2.321 2.797 17.0 2.293 2.169   5.7
三 川 3.031 3.801 20.3 1.561 2.221 29.7
峰が澤 2.804 2.843   1.4 2.283 2.250   1.5
尾小屋 3.394 4.110 17.4 2.405 2.446   1.6
白 瀧 3.614 4.073 11.3 2.291 2.171   5.5
馬 上 3.660 3.262 12.2 1.322 1.900 30.4
王の山 3.170 2.998   5.7 2.893 2.230 29.7
春 日 2.696 2.880   6.4 2.512 2.986 15.9

資料：  全基浩（2003）103頁。基づいた資料は日本鉱業株式会社「昭和17年下半期事業
概況」

注：  賃金格差は「（日本人賃金 - 朝鮮人賃金）×100/ 日本人賃金」で計算し、次の表も
同じ。

－
－

－

－
－

－

－
－
－ －
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人
を
雇
用
す
る
目
的
が
低
賃
金
に
よ
る
利
潤
率
の
上
昇
で
は
な
く
、
労
働
力
の
補
充

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
た
（
一
九
八
八
、
二
四
二
頁
）。
利
益
率
上
昇
と
労
働

力
補
充
が
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
全
般
的
な
労
働
力
不
足
に
よ
り
、

労
務
者
の
補
充
こ
そ
が
第
一
の
目
標
で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
を
正
し
く
認
識
し
て
い

る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
西
成
田
豊
は
朝
鮮
人
の
賃
金
は
、
日
本
人

の
賃
金
よ
り
や
や
低
い
が
、
そ
れ
は
技
能
の
違
い
で
あ
り
、
民
族
に
よ
っ
て
差
を
設

け
る
と
い
う
よ
う
な
賃
金
制
度
は
な
く
、
た
だ
強
制
貯
蓄
に
よ
り
朝
鮮
人
鉱
員
の
手

に
入
る
お
金
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
実
質
的
収
奪
の
根
拠
で
あ
る

と
し
た
。（
一
九
九
七
、
二
七
四－

七
七
頁
）。

北
海
道
の
炭
鉱
労
務
者
に
関
し
て
は
市
原
博
の
研
究
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
市
原
に
よ
る
と
一
九
四
〇
年
、
住
友
歌
志
内
鉱
業
部
の
朝
鮮
人
の
賃
金
は
日
本

人
に
く
ら
べ
三
割
ほ
ど
低
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
言
葉
が
通
じ
ず
、
技
能
未
熟
た
め
に

生
ず
る
作
業
能
率
の
差
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
（
一
九
九
一
、
一
〇
三
頁
）。
朝
鮮
人

強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
『
北
海
道
と
朝
鮮
人
労
働
者
』
に
よ
れ
ば
、

北
海
道
炭
鉱
汽
船
株
式
会
社
の
炭
鉱
で
の
作
業
は
請
負
形
態
で
実
施
さ
れ
、
朝
鮮
人

と
日
本
人
の
間
の
賃
金
区
別
は
な
く
、
こ
れ
は
社
内
規
定
で
あ
っ
た
と
し
た
。
つ
ま

り
、
労
務
者
間
の
経
験
（
勤
続
年
数
）、
つ
ま
り
は
作
業
能
力
が
「
賃
金
の
差
」
を
も

た
ら
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
（
一
九
九
九
、
二
四
八－

五
一
頁
）。
最
近
の
研
究
と
し

て
はPalm

er

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
賃
金
体
系
は
日
本
人
と
同
一
で
あ
っ
た
と

い
う
見
解
で
あ
る
。（
二
〇
一
四
、
三
〇
〇
頁
）。
こ
れ
と
関
連
し
、
九
州
炭
鉱
で

「
も
っ
と
働
け
ば
も
っ
と
支
払
い
、
で
き
な
け
れ
ば
少
な
く
支
払
う
」
か
（
委
員
会 

二
〇
〇
六
ｂ
、
一
七
七
頁
）、
北
海
道
で
「
多
く
積
め
ば
金
額
は
増
え
、
少
な
く
積
む

と
金
も
少
な
く
」
な
る
る
（
委
員
会 

二
〇
〇
七
ｂ
、
一
五
三
頁
）
と
い
う
証
言
は
参

考
す
る
に
値
す
る
。

（
24
）

（
25
）

Ⅴ　

賃
金
格
差
の
推
移

戦
時
期
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
間
の
賃
金
格
差
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
戦
前
期
の
賃
金
格
差
を
戦
時
期
と
比
べ
る
と
そ
の
格
差
は
増
加
し
た

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
幅
を
狭
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
状
況
で
、
こ
れ
ら

の
疑
問
に
答
え
る
の
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
今
ま
で
公
開
さ
れ
た

資
料
を
利
用
し
、
あ
る
程
度
の
輪
郭
を
描
く
の
が
本
節
の
目
標
で
あ
る
。
ま
ず
、
表

8
は
福
岡
県
に
あ
る
明
治
鉱
業
所
赤
池
炭
鉱
の
資
料
で
あ
る
が
、
一
九
四
四
年
七
月

か
ら
一
九
四
五
年
一
〇
月
ま
で
採
炭
夫
と
仕
操
夫
（
坑
道
や
作
業
場
や
崩
壊
を
防
ぐ

た
め
、
構
造
物
を
設
置
す
る
鉱
夫
の
こ
と
を
指
す
）
の
民
族
ご
と
の
一
日
の
平
均
賃

金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
期
に
炭
鉱
に
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
は
ほ
と
ん
ど
坑
内

夫
と
し
て
働
き
、
坑
内
夫
の
中
で
も
採
炭
夫
が
最
も
多
か
っ
た
（
李
宇
衍 

二
〇
一

五
）。
そ
れ
だ
け
重
要
で
あ
り
、
こ
の
時
期
を
網
羅
す
る
賃
金
資
料
で
は
唯
一
の
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ

一
度
も
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
強
制
貯
蓄
、
食
費
な
ど
賃
金
か

ら
引
か
れ
る
項
目
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の
金
額
が
多
額
に
な
り
、
賃
金
は
事

実
上
な
い
も
同
然
だ
っ
た
と
い
う
通
説
、
ま
た
は
賃
金
の
民
族
差
別
が
と
て
も
深
刻

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
推
論
が
研
究
者
た
ち
の
目
を
曇
ら
せ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

表
8
か
ら
、
終
戦
以
前
の
一
四
ヵ
月
間
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
採
炭
労
働
者
の
賃

金
格
差
は
〇
・
八
～
五
・
〇
％
、
仕
操
夫
の
そ
れ
は
、
例
外
的
に
高
い
数
値
を
表
し

て
い
る
一
九
四
五
年
三
月
を
除
け
ば
、
一
・
四
～
五
・
〇
％
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
民
族
差
別
で
あ
る
と
断
定
す
る
に
は
あ
ま
り
に
少
な

い
格
差
で
あ
り
、
こ
の
差
も
作
業
能
率
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

採
炭
夫
の
場
合
、
一
九
四
五
年
五
～
六
月
、
仕
操
夫
の
場
合
に
は
一
九
四
四
年
一
一
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月
に
朝
鮮
人
の
平
均
賃
金
が
日
本
人
よ
り
高
か
っ
た
と
い
う
点
も
注
目
に
値
す
る
。 

一
九
四
四
年
、
朝
鮮
人
の
採
炭
夫
の
賃
金
は
、
日
本
人
に
比
べ
て
二
・
九
％
低
い
水

準
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
五
年
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
そ
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。
一

九
四
四
年
、
朝
鮮
人
仕
操
夫
の
賃
金
は
、
日
本
人
に
比
べ
二
・
一
％
低
く
、
一
九
四

五
年
に
は
そ
の
格
差
が
四
・
二
％
に
増
加
し
た
。
一
九
四
三
年
九
月
現
在
、
日
本
に

動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
坑
内
夫
の
う
ち
、
採
炭
夫
の
割
合
は
五
四
・
二
％
、
仕
操
夫
は

八
・
九
％
で
あ
っ
た
（
石
炭
統
制
会
労
務
部 

一
九
四
三
、
三
一
七
頁
）。
こ
れ
ら
の

（
26
）

点
を
考
慮
す
れ
ば
、
明
治
赤
池
炭
鉱
で
は
一
九
四
四
年
に
比
べ
、
一
九
四
五
年
に
民

族
間
の
賃
金
格
差
は
減
っ
た
と
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る

以
下
に
、
民
族
間
の
賃
金
格
差
の
推
移
に
つ
い
て
断
片
的
な
デ
ー
タ
か
ら
輪
郭
を

描
こ
う
。
い
く
つ
か
の
資
料
を
さ
ら
に
ご
覧
に
入
れ
よ
う
。
茨
城
県
の
日
立
鉱
山
の

一
九
四
二
年
の
資
料
に
よ
る
と
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
平
均
月
收
は
そ
れ
ぞ
れ
五
二
・

九
六
円
、
五
九
・
四
六
円
と
し
て
日
本
人
の
鉱
夫
が
高
い
が
、
月
平
均
稼
動
日
數
は

二
一
・
九
日
と
二
四
・
九
日
と
日
本
人
の
ほ
う
が
、
三
日
間
出
勤
が
多
か
っ
た
。
月

収
を
稼
働
日
数
で
割
る
と
日
給
と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
・
四
二
、
二
・
三
九
円
だ
。

ほ
ん
の
僅
か
だ
が
朝
鮮
人
の
金
額
が
高
い
（
労
動
事
情
調
査
所 

一
九
四
二
、
九
〇

頁
）。
こ
れ
が
労
働
能
率
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
理
由
が
あ
る
の
か

は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
当
時
、
日
本
人
労
務
関
係
者
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況

を
朝
鮮
人
に
対
す
る
経
済
的
な
「
特
別
な
待
遇
」
で
あ
る
と
の
認
識
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
「
訓
練
期
間
終
了
後
の
朝
鮮
人
と
同
一
の
待
遇
」
を
す
る

こ
と
に
対
し
不
満
を
抱
く
日
本
人
も
い
た
（
外
村
大 

二
〇
一
二
、
六
七
頁
）。
労
動

科
学
硏
究
所
が
調
査
し
た
北
海
道
の
某
炭
鉱
の
坑
内
労
働
者
賃
金
で
は
、
採
炭
夫
、

仕
操
夫
お
よ
び
機
械
工
（
労
働
者
）
の
日
給
賃
金
は
朝
鮮
人
労
働
者
の
方
が
高
く
、

運
搬
夫
、
工
作
員
、
そ
し
て
雜
員
の
賃
金
は
日
本
人
労
働
者
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
（
一

九
四
三
ｃ
、
朴
慶
植
編 

一
九
八
一
、
第
一
卷
、
一
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る

こ
と
に
Ｅ
・
Ｗ
・
ワ
グ
ナ
ー
（W

agner

）
は
「
朝
鮮
人
炭
鉱
労
働
者
は
日
本
人
と
同

じ
賃
金
を
受
け
取
っ
た
」
と
し
て
お
り
（
一
九
五
一
、
四
六
頁
）、
Ｒ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル

（M
itchell

）
は
、
朝
鮮
人
労
務
者
が
「
日
本
人
徴
用
者
に
比
べ
悪
い
待
遇
は
受
け
て

お
ら
ず
、
一
部
は
む
し
ろ
よ
り
良
い
待
遇
」
を
受
け
て
い
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
こ
と

（
一
九
六
七
、
八
五
頁
）
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
紹
介
す
る
資
料
も
ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
福
島
県
の
常

（
27
）

（
28
）

（
29
）

表８　明治鉱業所赤池炭鉱の１日の平均賃金
  （単位：賃金は円、賃金格差は％）

年 月
採  炭  夫 仕  繰  夫

朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差 朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差

1944

6 4.17 4.29 2.8 3.82 3.94 3.0
7 4.28 4.51 5.1 3.83 3.96 3.3
8 4.28 4.39 2.5 3.82 3.92 2.6
9 4.21 4.32 2.5 3.88 3.97 2.3
10 4.32 4.42 2.3 3.84 3.98 3.5
11 4.41 4.58 3.7 3.95 3.93 0.5
12 4.49 4.56 1.5 4.01 4.04 0.7

平均 4.31 4.44 2.9 3.88 3.96 2.1

1945

1 4.61 4.68 1.5 4.08 4.20 2.9
2 4.72 4.89 3.5 4.01 4.19 4.3
3 4.77 4.96 3.8 4.00 4.43 9.7
4 4.56 4.32 5.6 4.96 5.21 4.8
5 4.62 4.39 5.2 4.93 5.19 5.0
6 5.15 5.14 0.2 5.04 5.11 1.4
7 5.29 5.33 0.8 5.20 5.29 1.7

平均 4.82 4.82 0.0 4.60 4.80 4.2
資料：『明治鉱業所労務月報』 各月号、林えいだい編（1991）、1153-1220頁から抜粋。

－

－
－
－
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磐
炭
鉱
は
、
一
九
四
四
年
一
二
月
に
次
年
度
の
賃
金
引

き
上
げ
を
計
画
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
増
え
る
コ
ス
ト

を
積
算
し
た
。
こ
の
際
に
使
わ
れ
た
一
日
平
均
収
入
は

表
9
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
赤
池
炭
鉱
よ
り
も
賃
金

格
差
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
理
由

は
や
は
り
炭
鉱
夫
の
勤
続
年
数
に
お
い
て
赤
池
炭
鉱
と

は
異
な
っ
た
分
布
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
を
管
見

す
る
か
ぎ
り
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
そ
の
代
用
と
し
て

常
磐
炭
鉱
の
炭
砿
労
働
者
の
年
齢
構
成
が
わ
か
る
資
料

で
あ
る
表
10
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

磐
城
炭
鉱
の
年
齢
分
布
は
常
磐
炭
鉱
と
は
違
い
、
朝

鮮
人
だ
け
で
な
く
、
よ
り
多
数
の
日
本
炭
鉱
夫
も
含
ま

れ
、
全
体
の
鉱
員
数
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
朝
鮮
人

と
日
本
人
の
年
齢
分
布
を
比
較
す
る
と
、
朝
鮮
人
の
年

齢
は
勤
続
年
数
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
に

動
員
さ
れ
た
時
点
で
の
年
齢
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
人
は
契
約
期
間
が
二
年
で
あ
り
、
契
約
期
間
満
了
後
に
期
間

を
延
長
す
る
者
は
と
て
も
少
な
く
、
満
了
以
前
に
逃
走
し
た
も
の
が
と
て
も
多
か
っ

た
た
め
で
あ
る
。
反
対
に
、
日
本
人
炭
鉱
夫
は
雇
用
現
場
に
て
そ
の
ま
ま
徴
用
さ
れ

る
「
現
員
徴
用
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
の
年
齢
分
布
は
、

朝
鮮
人
よ
り
勤
続
年
数
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
10
で
常
磐
炭
鉱
の
朝
鮮
人

は
六
二
・
一
％
が
二
〇
代
に
集
中
し
、
一
方
で
磐
城
炭
鉱
は
常
磐
炭
鉱
に
比
べ
ず
っ

と
均
等
な
年
齢
分
布
を
み
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
常
磐
炭
鉱
の
朝
鮮
人
は
数
年
間
に

の
ぼ
る
実
際
の
現
場
で
の
作

業
経
験
に
よ
り
技
量
を
身
に

つ
け
た
炭
鉱
夫
が
日
本
人
に

比
べ
は
る
か
に
少
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
表
9
か
ら
読
み
取
れ
る

民
族
間
の
賃
金
格
差
は
作
業

能
率
に
お
い
て
朝
鮮
人
が
相

対
的
に
劣
位
で
あ
っ
た
こ
と

の
反
映
で
あ
る
と
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
9
で
も
炭
鉱
夫
の
民
族

間
賃
金
格
差
が
一
九
四
四
年

に
比
べ
一
九
四
五
年
に
は
幅

を
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
守
屋
敬
彦
は
北
海
道
住
友
㈱
鴻
之
舞
鉱
業
所
の
資
料
を
根
拠
に
「
一
工
あ
た

り
賃
金
の
昇
給
は
朝
鮮
人
の
ほ
う
が
生
産
性
が
落
ち
る
と
い
う
理
由
で
日
本
人
よ
り

六
か
月
か
ら
一
年
ほ
ど
遅
く
実
施
さ
れ
た
が
、
官
斡
旋
段
階
の
後
半
で
は
優
秀
な
労

務
者
か
ら
そ
の
差
別
を
な
く
し
、
徴
用
段
階
に
い
た
る
と
基
本
的
に
は
な
く
し
た
」

と
し
て
い
る
（
二
〇
〇
九
、
三
の
三
七－

三
八
頁
）。
戦
時
期
に
民
族
差
別
が
徐
々
に

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
資
料
状
況
か
ら
は
一
般
化
す
る
に
は

無
理
が
あ
り
、
今
後
の
資
料
の
発
掘
に
努
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
慎
重
に
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
は
、
戦
前
期
と
戦
時
期
の
民
族
間
の
賃
金
格
差
を
比
較

（
30
）

表９　常磐炭鉱の１日の賃金  （単位：賃金は円、賃金格差は％）

種  別
坑 内 男 子 坑 外 男 子

朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差 朝 鮮 人 日 本 人 賃金格差
旧 平均日收 4.127 4.998 17.4 2.797 3.805 26.5
新 平均日收 4.947 5.743 13.9 3.594 4.400 18.3

資料：常磐炭鉱㈱（1944）、382頁。

表10　炭砿構成員の年齢分布  （単位：人数、％）

年齢 朝鮮人鉱山夫労働者
（常磐 炭鉱） 構成比 全鉱山労働者数

（磐城 炭鉱） 構成比

15－20歳    435     9.2    752   13.6
21－25  1,587   33.4    894   16.2
26－30  1,365   28.7    905   16.4
31－35     614   12.9    856   15.5
36－40     475   10.0    797   14.3
41－45     197     4.1    637   11.6
46－50       66     1.4

   671   12.251－55       11     0.2
 56歳以上        4     0.1

計 4,754 100.0 5,212 100.0
資料：長澤秀（1987）、175頁。
注：常磐炭鉱は1944年10月末、盤城炭鉱は1943年10月現在。
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し
、
戦
時
期
賃
金
格
差
の
性
質
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
現

在
の
と
こ
ろ
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
比
較
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
現
在
ま
で

発
掘
さ
れ
た
戦
前
期
と
戦
時
期
の
賃
金
資
料
が
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
前
述
し
た
通
り
、
日
本
鉱
業
株
式
会
社
の
資
料
は
一
九
四
三
年
三
月
だ
け
で
あ

り
、
一
年
以
上
に
及
ぶ
時
系
列
の
資
料
は
明
治
鉱
業
所
赤
池
炭
鉱
だ
け
で
あ
る
。
戦

前
期
の
日
本
本
土
の
石
炭
鉱
山
と
金
属
鉱
山
の
民
族
ご
と
の
賃
金
資
料
も
ま
た
極
め

て
限
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
か
か
る
資
料
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
推
移
を
考
察
す
る

こ
と
で
今
後
の
研
究
の
糸
口
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
以
下
列
挙
し
て
お
こ
う
。

朴
慶
植
は
、
一
九
二
一
年
朝
鮮
人
坑
夫
の
賃
金
は
日
本
人
坑
夫
の
六
〇
％
で
あ
る

と
書
い
た
。（
一
九
六
五
、
三
六
頁
。
二
〇
〇
八
、
ハ
ン
グ
ル
版
三
九
頁
）　

こ
れ
が

事
実
だ
と
し
た
ら
、
戦
時
期
に
か
け
て
民
族
間
の
賃
金
格
差
は
大
き
く
縮
小
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
朴
慶
植
は
な
ぜ
か
そ
の
数
値
の
出
所
を
明
示
し
て
い
な
い
。
そ

れ
故
こ
れ
以
上
論
じ
ら
れ
な
い
。
次
に
、
大
阪
市
社
会
部
長
調
査
課
の
資
料
の
中
に
、

一
九
二
三
年
六
月
の
民
族
ご
と
の
坑
夫
賃
金
が
「
最
高
、
普
通
、
最
低
」
に
分
け
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
一
覧
表
が
あ
る
。
朝
鮮
人
坑
員
の
最
高
賃
金
は
日
本
人
よ
り
二
三
・

三
％
、
普
通
賃
金
は
一
六
・
〇
％
、
最
低
賃
金
は
一
一
・
一
％
そ
れ
ぞ
れ
低
い
。
戦

時
期
の
赤
池
炭
鉱
の
賃
金
格
差
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
水
準
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

同
じ
時
期
の
日
本
鉱
業
所
と
常
磐
炭
鉱
の
民
族
間
格
差
と
比
べ
る
と
、
ほ
ぼ
似
た
よ

う
な
水
準
で
あ
り
、
格
差
の
増
減
を
論
じ
る
の
は
難
し
い
。

第
三
、
こ
れ
も
ま
た
丁
振
聲
が
す
で
に
引
用
し
て
い
る
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務

局
（
一
九
二
九
）「
官
內
在
住
朝
鮮
人
勞
動
事
情
」
で
あ
り
、「
一
九
二
八
年
朝
鮮
人

鉱
夫
は
日
本
人
よ
り
二
～
三
割
低
い
」
と
い
う
叙
述
で
あ
る
（
丁
振
聲 

一
九
八
九
、

二
〇
八
頁
）。

前
述
し
た
赤
池
炭
鉱
も
福
岡
県
に
所
在
し
て
い
る
た
め
、
両
炭
砿
を
比
較
す
る
と

戦
時
期
に
民
族
間
の
賃
金
格
差
が
縮
小
し
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
四
番

目
の
資
料
も
大
阪
の
資
料
で
あ
る
が
、
中
分
類
に
お
い
て
近
似
し
て
い
る
一
九
三
〇

年
一
〇
月
の
工
業
賃
金
と
土
木
建
設
業
の
賃
金
で
あ
る
。
朝
鮮
人
土
木
建
築
業
労
務

者
の
賃
金
は
日
本
人
の
六
七
・
一
％
に
過
ぎ
ず
、
工
業
賃
金
も
七
〇
・
二
％
と
大
き

な
格
差
が
あ
る
。
こ
れ
を
戦
時
期
の
鉱
業
賃
金
と
比
べ
る
と
民
族
間
の
格
差
が
縮
小

し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
工
業
賃
金
は
職
工
（
熟
練
労
働
者
）
の
賃
金

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
直
接
比
較
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
問
題
が
あ
る
。
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
日
本
本
土
全
体
を
網
羅
す
る
唯
一
の
調
査
結
果
と
し
て

内
務
省
社
会
局
第
一
部
（
一
九
二
四
）「
朝
鮮
人
労
働
者
に
関
す
る
状
況
」
の
一
九
二

四
年
七
月
炭
・
鉱
員
賃
金
が
あ
る
。
次
の
表
11
は
そ
の
中
で
も
鉱
夫
の
賃
金
を
抜
粋

し
た
も
の
で
あ
る
。

表11　鉱業賃金  （単位：賃金は円、賃金格差は％）
県名と職種 民 族 最 高 普 通 最 低

福岡 採鉱冶金業
日 本 人   3.40   2.00   0.90
朝 鮮 人   2.90   1.50   0.80
賃金格差 14.7 25.0 11.1

佐 賀  採 鉱 業
日 本 人   2.00   1.80   1.50
朝 鮮 人   1.80   1.70   1.50
賃金格差 10.0   5.6   0.0

山 口  採 鉱 業
日 本 人   3.60   2.00   1.50
朝 鮮 人   3.50   1.90   1.50
賃金格差  2.8   5.0   0.0

福島 採鉱冶金業
日 本 人   2.50   1.50   1.00
朝 鮮 人   2.50   1.50   1.00
賃金格差 0.0   0.0   0.0

茨 城   鉱 業
日 本 人   2.80   2.00   1.20
朝 鮮 人   2.50   1.67   0.70
賃金格差 10.7 16.5 41.7

北海道 採鉱冶金業
日 本 人   3.97   2.50   1.60
朝 鮮 人   3.00   2.50   1.80
賃金格差 24.4   0.0 12.5

資料：  内務省社会局第一部（1924）「朝鮮人労働者に関する状況」、
498-529頁から抜粋。

－
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表
11
で
職
種
が
採
鉱
冶
金
業
、
採
鉱
業
、
鉱
業
な
ど
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

こ
の
調
査
が
全
国
的
に
同
一
の
基
準
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
福
島
県
と
茨
城
県
は
隣
接
し
日
本
の
三
大
炭
田
の
一
つ
で
あ
る
常

磐
炭
田
が
位
置
し
て
い
る
が
、
茨
城
県
と
は
違
い
、
民
族
間
の
賃
金
格
差
は
皆
無
で

あ
る
。
北
海
道
で
も
賃
金
格
差
は
な
い
か
、
朝
鮮
人
の
賃
金
は
日
本
人
よ
り
も
高
か
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
理
解
が
し
が
た
い
が
、
こ
の
表
か
ら
指
摘
で
き

る
こ
と
は
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
賃
金
格
差
が
炭
鉱
や
金
属
鉱
山
に
よ
っ
て
大
き
く

違
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
一
九
四
五
年
ま
で
民
族
間
賃

金
格
差
の
推
移
を
考
察
す
る
た
め
に
は
結
局
個
別
企
業
の
賃
金
資
料
が
公
開
さ
れ
る

こ
と
を
待
つ
し
か
な
い
。
個
別
企
業
の
賃
金
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
前

期
の
民
族
間
賃
金
格
差
が
戦
時
期
に
縮
小
し
た
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
二
つ
の
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ

は
前
述
し
た
日
本
の
労
務
者
の
構
成
変
化
が
朝
鮮
人
と
の
賃
金
格
差
に
与
え
た
影
響

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
こ
の
短
期
間
に
あ
る
ト
レ
ン
ド
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
を
踏
ま
え
、
戦
時
期

の
民
族
間
の
賃
金
格
差
と
そ
の
推
移
に
関
す
る
研
究
は
今
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
家
総
動
員
と
い
う
総
力
戦
の
状
況
で
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
増
産
で
あ
っ
た
。

こ
れ
の
た
め
に
は
労
務
者
に
誘
因
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戦
時
下
の
貨
幣
の

増
刷
と
戦
時
産
業
に
対
す
る
支
援
に
よ
り
企
業
は
豊
富
な
資
金
を
持
っ
て
い
る
状
況

で
金
銭
的
な
理
由
で
生
産
能
率
と
関
係
な
く
朝
鮮
人
を
差
別
す
る
理
由
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
、
こ
れ
は
戦
時
体
制
を
運
営
す
る
に
あ
た
っ
て
む
し
ろ
否
定
的
な
影
響

を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
31
）

Ⅵ　

結　

論

本
稿
で
は
、「
強
制
連
行
・
強
制
労
働
」
を
主
張
す
る
研
究
者
が
刊
行
し
た
資
料
に

基
づ
き
、
戦
時
期
の
炭
・
鉱
員
が
受
け
取
っ
た
賃
金
は
朝
鮮
の
家
族
に
送
る
送
金
と

現
地
で
の
消
費
と
し
て
配
分
す
る
選
択
が
可
能
な
水
準
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考

察
し
た
。「
賃
金
は
支
給
さ
れ
な
い
か
、
き
わ
め
て
少
額
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う

先
行
研
究
の
主
張
は
実
証
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
朝

鮮
人
炭
・
鉱
員
の
賃
金
は
日
本
人
の
賃
金
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
く
、
当
然
先

行
研
究
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
「
賃
金
の
民
族
差
別
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
言
え
な
い
こ
と
を
本
研
究
は
示
し
た
。
加
え
て
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
間
の
賃

金
格
差
が
戦
時
期
に
縮
小
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
研
究
と
資
料
が
あ
り
、
戦

間
期
に
比
べ
戦
時
期
に
格
差
は
縮
小
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
り
、
こ
の

論
点
と
関
わ
り
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
企
業
の
レ
ベ
ル
で
の
資
料
が
公
開
さ

れ
る
こ
と
を
待
つ
し
か
な
い
。

先
行
研
究
は
賃
金
の
う
ち
強
制
貯
蓄
と
し
て
差
し
引
か
れ
た
金
額
が
非
常
に
大
き

か
っ
た
と
主
張
し
た
が
、
だ
と
し
た
ら
貯
蓄
金
は
朝
鮮
人
に
公
平
に
支
払
わ
れ
た
の

か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朝
鮮
人
の
朝
鮮
に
い
る
家
族
へ
の
送
金
は
ま

と
も
に
家
族
に
送
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮

人
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
を
考
慮
す
る
と
き
避
け
る
こ
と
な
く
、
答
え
る
べ
き
問
題
は

こ
れ
ら
の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
本
格
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。
筆
者
が
今
後
取
り
組
む
研
究
課
題
が
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
こ
う
し
て
送

金
と
強
制
貯
蓄
を
再
検
討
す
る
こ
と
と
並
ん
で
「
強
制
連
行
」
の
性
質
を
明
ら
か
に

し
、
逃
走
、
紛
争
等
の
朝
鮮
人
の
抵
抗
か
ら
多
様
な
消
費
財
の
購
入
、
飲
酒
、
賭
博
、

休
日
、
外
出
等
に
至
る
ま
で
の
日
常
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



― 80 ―

戦
時
期
日
本
へ
と
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
炭
・
鉱
員
の
日
常
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註
（
1
）  

二
〇
一
六
年
経
済
史
学
会
春
季
学
術
大
会
で
論
評
し
て
く
だ
さ
っ
た
朴
基
炷
教
授
か

ら
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
よ
く
す
る
た
め
に
助
言
を
し
て
い
た
だ
い
た

匿
名
の
審
査
委
員
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
2
）  

落
星
岱
経
済
研
究
所
研
究
委
員
、E

m
ail: w

ooyoun@
skku.edu

（
3
）  

被
徴
用
者
の
賃
金
に
関
し
『
国
民
徴
用
の
解
説
』（
森
田
芳
夫
編
輯
、
朝
鮮
総
督
府
鉱

工
局
労
務
課
監
修
）
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
問　

徴
用
せ
ら
れ
た
者
の
給
与
は

大
体
ど
れ
位
で
す
か
。　

答　

内
地
で
は
全
国
的
に
應
懲
士
（
徴
用
に
応
じ
た
も
の
、

引
用
者
）
の
給
与
を
統
制
し
、
職
業
別
に
又
地
域
別
、
年
齢
別
に
大
体
一
定
し
て
居
り

ま
す
。
例
え
ば
造
船
工
場
で
は
当
初
の
三
箇
月
は
、
六
十
円
程
度
で
す
が
、
三
箇
月
過

ぎ
れ
ば
百
円
以
上
に
な
り
ま
す
。
又
、
石
炭
山
で
は
、
概
ね
採
炭
夫
で
（
一
日
、
筆
者
）

最
高
六
円
、
最
低
三
円
、
平
均
四
円
五
十
銭
程
度
で
訓
練
期
間
中
と
雖
も
二
円
五
十
銭

を
下
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

朝
鮮
内
で
も
應
懲
士
に
対
す
る
給
与
は
一
般
よ
り
も

多
少
優
遇
す
る
や
う
に
致
し
て
居
り
ま
す
。
尚
こ
れ
ら
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
鮮
内
に

徴
用
す
る
場
合
は
素
よ
り
、
内
地
に
徴
用
す
る
場
合
に
於
い
て
も
朝
鮮
総
督
が
認
可
す

る
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
す
。」（
国
民
総
力
朝
鮮
聯
盟 

一
九
四
四
、
四
二－

四
三
頁
）

（
4
）  

一
九
二
〇
年
代
に
も
朝
鮮
人
の
賃
金
水
準
は
炭
鉱
に
よ
り
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
。

丁
振
聲
（
一
九
八
九
）
参
照
。

（
5
）  

貯
蓄
の
場
合
、
強
制
貯
蓄
に
よ
り
貯
蓄
し
た
人
員
数
は
在
籍
人
員
や
稼
働
人
員
と
大

体
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
と
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
）  

表
２
は
賃
金
収
入
と
支
出
の
構
成
を
調
べ
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
表
か
ら
は
戦
時
期
賃
金
の
推
移
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
炭
・
鉱
山
の
賃
金
は

継
続
的
に
上
昇
し
た
。
一
九
三
九
年
九
月
一
九
日
の
「
価
格
停
止
令
」
に
よ
っ
て
価
格
、

地
代
、
料
金
、
運
賃
、
賃
金
及
び
俸
給
の
引
き
上
げ
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
た
が
、
価
格

停
止
は
毎
年
更
新
さ
れ
た
と
い
う
（C

ohen 1949 , pp.358 -59

）。
一
九
三
九
年
三
月
以

降
賃
金
統
制
令
が
開
始
さ
れ
た
が
、
慢
性
的
な
労
働
力
不
足
の
も
と
で
企
業
は
労
働
力

確
保
の
た
め
に
賃
金
統
制
の
他
に
も
臨
時
手
当
、
家
族
手
当
、
勤
続
手
当
な
ど
の
諸
手

当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
に
賃
金
を
引
き
上
げ
た
（
原
朗 

一
九
七
六
、
二
四

 

二
頁
）。
労
務
者
を
引
き
留
め
る
た
め
に
賃
金
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
男
性
の
一
日
の
平
均

賃
金
は
一
九
四
〇
年
三
・
〇
八
円
か
ら
四
四
年
に
は
五
・
六
七
円
に
上
昇
し
た
（C

ohen 

1949 , 16 6

頁
）。

（
7
）  

ま
た
、
他
の
例
と
し
て
、
Ａ
炭
鉱
の
場
合
、「
給
料
は
寮
長
を
通
じ
て
、
支
払
わ
れ
る

が
、
一
人
一
月
に
一
〇
円
以
上
を
渡
さ
れ
ず
、
残
額
は
貯
金
も
し
く
は
送
金
を
さ
せ
た

（
会
社
貯
金
は
年
利
六
分
五
厘
）。
二
年
の
契
約
期
間
満
了
後
に
は
一
三
〇
〇
円
を
貯
蓄

し
帰
国
し
た
例
が
あ
る
と
記
し
た
。
一
〇
円
の
小
遣
い
の
主
要
な
使
用
先
は
飲
食
費
、

賭
博
等
と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
洋
服
等
を
購
入
し
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
炭
鉱

で
は
「
給
料
は
す
べ
て
寮
長
の
手
を
経
て
渡
さ
れ
、
小
遣
い
は
原
則
的
に
つ
き
一
〇
円

以
下
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
外
に
は
貯
金
、
送
金
（
送
金
は
原
則
的
に
二
〇
～
三
〇
円
以

下
と
す
る
）
に
割
り
当
て
る
よ
う
に
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
積
極
的
に
送
金
を
し
た

人
々
に
は
こ
の
「
一
〇
円
の
原
則
」
を
継
続
し
、
送
金
を
し
な
い
人
々
に
関
し
て
は
会

社
と
し
て
も
ほ
か
の
方
法
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
送
金
額
の
上

限
も
ま
た
「
原
則
」
を
守
ら
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
表
１
か
ら
分
か
る
。

（
8
）  

朴
慶
植
は
一
九
四
二
年
に
動
員
さ
れ
た
あ
る
労
務
者
の
証
言
を
引
用
す
る
。「
実
際
に

徴
用
さ
れ
て
き
て
み
る
と
、
賃
金
は
一
円
三
〇
銭
で
、
宣
伝
し
て
い
た
額
の
半
分
に
し

か
な
ら
な
か
っ
た
。
計
画
は
一
瞬
に
し
て
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
送
金
は
到
底
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
自
分
一
人
で
食
べ
て
い
く
の
も
精
い
っ
ぱ
い
だ
」
と
あ
る
（
一
九
六
五
、

八
七
頁
）。
長
澤
秀
は
福
島
の
常
磐
炭
田
に
関
す
る
研
究
で
（
食
費
等
を
差
し
引
い
た
あ

と
の
残
り
の
残
金
で
《
引
用
者
》）「
日
常
の
買
物
代
や
会
社
の
強
制
社
内
預
金
が
さ
し
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引
か
れ
て
い
た
の
で
、
朝
鮮
人
労
働
者
が
朝
鮮
の
故
郷
に
送
金
す
る
余
裕
は
全
く
な
い

か
、
あ
っ
て
も
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
た
（
一
九
七
七
、
一
三
一
頁
）。

山
田
昭
次
も
ま
た
、
こ
の
地
域
に
関
す
る
研
究
で
「
給
料
は
強
制
貯
金
を
さ
せ
、
小
遣

い
程
度
の
金
額
し
か
渡
さ
ず
遠
方
に
逃
亡
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
」
と
書
い
た

（
一
九
七
八
、
六
五
〇
頁
）。
林
え
い
だ
い
は
「
受
取
っ
た
賃
金
の
中
か
ら
食
費
（
一
日

六
〇
銭
か
ら
六
五
銭
）、
そ
の
他
、
布
団
代
、
煙
草
、
酒
、
石
け
ん
代
を
支
払
っ
た
。
愛

国
貯
金
、
退
職
積
立
金
、
普
通
貯
金
、
国
債
、
強
制
貯
金
を
さ
せ
て
本
人
に
は
一
銭
も

手
渡
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
と
し
て
い
た
主
張
し
た
（
一
九
九
一
、
三
六
頁
）。C

ook and 

C
ook

も
あ
る
被
動
員
者
の
証
言
を
引
用
し
た
。「
賃
金
？
彼
ら
は
私
た
ち
に
な
に
も
支

払
わ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
が
韓
国
か
ら
渡
っ
て
く
る
と
き
、
彼
ら
は
一
・
五
円
を
も
ら

え
る
と
い
っ
た
。
私
た
ち
は
た
っ
た
の
一
日
分
の
賃
金
も
も
ら
っ
て
い
な
い
」
と
し
た

（
一
九
九
二
、
一
九
六
頁
）。
金
旻
榮
（
キ
ム
ミ
ニ
ョ
ン
）
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
比
べ

よ
り
柔
軟
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。「（
各
種
の
費
用
を
差
し
引
く
と
、
引
用
者
）
実
際

の
支
給
額
は
た
い
し
て
残
ら
ず
、
故
郷
へ
の
送
金
可
能
額
で
あ
っ
た
一
五
円
以
上
を
故

郷
に
送
金
し
た
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
」（
一
九
九
五
、
八
六－

八
七

頁
）。
送
金
額
を
制
限
し
た
と
い
う
例
は
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
制
限
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
金
仁
德
（
キ
ム

イ
ン
ド
ク
）
は
、「
現
地
で
は
賃
金
を
受
け
取
る
場
合
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
原
則

で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
…
…
月
給
を
受
け
取
っ
て
も
金
額
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。

大
体
は
会
社
か
ら
給
料
と
し
て
小
遣
い
程
度
の
み
支
給
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
」
と
し
た

（
二
〇
〇
二
、
四
九－

五
〇
頁
）。
鄭
惠
瓊
（
チ
ョ
ン
ヘ
ギ
ョ
ン
）
も
非
動
員
者
の
証
言

を
用
い
な
が
ら
、
月
給
は
「
一
日
の
外
出
で
使
い
切
る
程
度
の
金
額
」
で
あ
り
、「
毎
月

若
干
の
小
遣
い
を
も
ら
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
」
し
た
（
二
〇
〇
六
、
一
七
一
頁
）。

許
光
茂
（
ホ
カ
ン
ム
）
も
ま
た
『
月
給
は
小
遣
い
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
送
金

す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
』
と
口
述
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し

て
い
る
（
二
〇
一
四
、
六
四
頁
）。
以
上
の
主
張
と
は
異
な
り
、
全
基
浩
（
チ
ョ
ン
ギ

ホ
）
は
朝
鮮
人
労
務
者
の
送
金
が
き
ち
ん
と
届
い
た
の
か
を
疑
い
（
二
〇
〇
三
、
一
一

三－

一
一
四
頁
）、
イ
サ
ン
ウ
ィ
は
日
本
が
敗
戦
し
た
後
、
供
託
さ
れ
た
未
収
金
の
う
ち

に
送
金
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
額
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
（
二

〇
一
四
、
六
一
頁
）。
朝
鮮
の
家
族
へ
の
送
金
の
実
態
と
未
収
金
に
関
し
て
は
前
述
の
通

り
別
稿
で
扱
う
つ
も
り
で
あ
る
。

（
9
）  

一
九
三
九
～
四
五
年
の
間
、
一
四
四
、〇
〇
四
名
が
鉱
山
に
動
員
さ
れ
た
が
、
そ
の
う

ち
一
二
一
、五
七
四
名
、
つ
ま
り
八
四
・
四
％
が
石
炭
山
に
動
員
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も

坑
内
採
炭
夫
が
最
も
多
か
っ
た
と
い
う
（
李
宇
衍 

二
〇
一
五
、
六
頁
）。

（
10
）  

日
本
語
で
は
「
団
体
出
来
高
払
制
度
」
と
い
う
。「
出
来
高
払
制
度
」
は
丁
振
聲
（
チ
ョ

ン
ジ
ン
ソ
ン
、
一
九
八
九
）
の
例
に
な
ら
い
「
生
産
高
賃
金
率
」
と
訳
し
た
。「
団
体
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
作
業
班
全
体
の
賃
金
を
ま
ず

決
定
し
た
後
、
そ
れ
を
分
割
し
個
人
ご
と
に
該
当
金
額
を
支
払
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
11
）  

朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
編
集
委
員
会
（
一
九
九
九
、
二
九
九
頁
）
金
属
山

で
も
坑
内
夫
は
請
負
制
（
生
産
高
賃
金
率
）、
坑
外
夫
は
定
額
制
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本

人
と
同
一
で
あ
っ
た
。
訓
練
期
間
に
は
「
臨
時
雇
」
と
し
て
、
賃
金
で
あ
る
初
任
給
一
・

二
円
か
ら
一
・
三
円
が
支
払
わ
れ
、訓
練
期
間
終
了
後
は
各
職
種
別
能
率
給
が
加
わ
っ
た
。

（
12
）  

朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
編
（
一
九
九
九
）『
北
海
道
と
朝
鮮

人
労
働
者
』
も
賃
金
計
算
が
複
雑
で
そ
の
中
に
民
族
差
別
が
介
在
し
て
い
た
か
、
不
信

感
を
生
じ
や
す
い
構
造
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
五
三
頁
）。

（
13
）  

前
掲
『
北
海
道
と
朝
鮮
人
労
働
者
』
は
朝
鮮
人
も
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、「
勤
勉
次

第
」「
腕
次
第
」（
自
身
の
身
体
筋
力
）
に
よ
り
賃
金
に
差
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を

「
理
解
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
（
二
五
四
頁
）。
複
雑
な
賃
金
体
系
に
関
す
る
理
解
と
い

う
よ
り
は
、
賃
金
に
関
す
る
会
社
側
と
の
一
種
の
信
頼
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
賃
金
に
関
わ
る
紛
争
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
労
務
者
を
募

集
す
る
と
き
に
最
高
標
準
を
提
示
し
、
現
場
で
は
生
産
高
賃
金
率
や
、
固
定
日
給
を
適

用
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
司
法
省
刑
事
局 

一
九
四
一
、
一
二
三
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三
頁
）。『
北
海
道
と
朝
鮮
人
労
働
者
』
に
よ
る
と
、
一
九
四
四
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま

で
北
海
道
内
の
移
入
朝
鮮
人
に
よ
る
紛
争
件
数
は
総
一
三
四
件
（
参
加
人
数
一
〇
、一
六

六
人
）
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
最
も
多
か
っ
た
も
の
は
勤
労
管
理
問
題
で
あ
り
四
八
件

（
そ
の
中
で
も
係
員
暴
行
が
二
四
件
）、
次
に
多
か
っ
た
も
の
が
定
着
（
契
約
更
新
）・
帰

鮮
問
題
で
二
七
件
（
そ
の
中
で
も
定
着
反
対
が
二
三
件
）。
最
後
に
食
糧
医
療
問
題
が
二

七
件
（
一
五
九
三
）
で
あ
っ
た
。
初
期
に
多
か
っ
た
賃
金
に
関
す
る
紛
争
は
七
件
（
参

加
人
数
二
〇
〇
人
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
三
二
六
頁
）。

（
14
）  

労
務
者
と
し
て
動
員
さ
れ
た
人
々
も
「
仕
事
を
や
る
ほ
ど
お
金
も
多
く
も
ら
え
る
」

と
証
言
し
た
。
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

略
す
。）
二
〇
〇
五
、
二
八
七
頁   

委
員
会   
二
〇
〇
七
ａ
、
一
〇
九
頁
、
一
五
九
頁
、
五

五
一
頁
。
委
員
会
、
二
〇
〇
九
、
一
六
四
頁
。

（
15
）  

次
の
よ
う
な
証
言
も
参
考
と
な
る
。
一
九
四
一
年
に
樺
太
に
動
員
さ
れ
た
人
の
証
言

で
あ
る
。「
問
：
出
て
こ
ら
れ
る
と
き
に
賃
金
は
受
け
取
り
ま
し
た
か
？ 

答
：
そ
こ
は

働
い
て
そ
の
月
に
行
け
ば
ち
ゃ
ん
と
月
給
を
く
れ
る
。
月
給
を
く
れ
、
月
給
を
踏
み
倒

し
た
り
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
問
：
働
い
た
分
は
す
べ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
答
：

そ
う
、
働
い
た
分
は
、
働
い
た
そ
の
月
に
大
概
も
ら
っ
た
。」（
委
員
会 
二
〇
〇
七
ａ
、

一
五
九
頁
）。

（
16
）  

同
じ
日
、
厚
生
・
内
務
両
省
次
官
に
よ
り
地
方
長
官
宛
通
牒
、「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集

要
綱
」
に
添
付
さ
れ
た
「
朝
鮮
人
労
働
移
住
に
関
す
る
事
務
取
扱
手
続
」
の
一
三
項
で

も
「
苟
も
内
地
人
労
働
者
と
差
別
的
取
扱
を
為
す
が
如
き
こ
と
な
く
」
よ
う
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
（
前
田
一
、
一
九
四
三
、
三
一
頁
）、「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
要
綱
」
の
「
細

目
」
で
も
「
い
や
し
く
も
内
地
人
労
働
者
と
差
別
的
取
扱
を
為
す
が
如
き
こ
と
な
く
」

と
規
定
し
た
（
朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
編 

一
九
九
九
、
四
三

頁
）。
一
九
三
九
年
九
月
に
は
「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
手
続
」
が
公
表
さ
れ
、「
内
地
人

労
働
者
と
差
別
的
取
扱
ひ
を
な
す
が
如
き
こ
と
」
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
規
定
し

た
。
朝
鮮
人
强
制
連
行
眞
相
調
査
團
編
（
一
九
七
四
）『
朝
鮮
人
强
制
連
行
强
制
勞
動
』

六
二
一
頁

（
17
）  

同
じ
日
公
表
さ
れ
た
厚
生
省
の
「
移
入
労
務
者
訓
練
及
取
扱
要
綱
」
と
二
月
二
〇
日
、

朝
鮮
総
督
府
の
「
朝
鮮
人
内
地
移
入
斡
旋
要
綱
」
で
も
同
じ
よ
う
に
「
差
別
感
ヲ
与
ヘ

ザ
ル
様
留
意
」
と
規
定
を
し
て
い
た
（
長
澤
秀
編 

一
九
九
二   

Ⅱ
卷
、
七
六
頁
。
朴
慶

植
編 

一
九
七
六 

第
四
卷
、
一
二
五
四
頁
）。

（
18
）  

北
海
道
炭
鉱
汽
船
㈱
が
軍
需
大
臣
と
総
督
府
に
送
っ
た
「
徴
用
申
請
書
」
の
「
被
徴

用
者
の
給
与
」
欄
に
は
「
国
民
徴
用
令
第
十
八
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
厚
生
大
臣
ノ

認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
徴
用
者
給
与
規
則
ニ
依
リ
支
給
ス
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
（
守
屋

敬
彦 

一
九
九
五
、
四
〇
頁
の
徴
用
申
請
書
）。

（
19
）  

三
輪
宗
弘
の
紹
介
に
よ
る
長
澤
秀
か
ら
の
書
簡
に
よ
る
。

（
20
）  

調
査
対
象
は
北
海
道
の
炭
鉱
六
ヶ
所
、
本
州
の
鉱
山
三
ヶ
所
、
九
州
の
炭
子
五
ヶ
所
、

本
州
の
土
建
業
者
三
社
、
そ
し
て
本
州
の
工
場
二
ヶ
所
と
九
州
の
工
場
一
ヶ
所
、
合
計

二
〇
ヶ
所
の
事
業
所
で
あ
る
。
調
査
内
容
は
生
産
管
理
、
労
務
者
管
理
及
び
厚
生
施
設

で
あ
り
、
調
査
方
法
は
現
場
訪
問
に
よ
る
実
地
調
査
で
あ
っ
た
（
労
働
科
学
研
究
所 

一

九
四
三
ａ
、
三－

八
頁
）。

（
21
）  

一
年
未
満
の
者
も
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
間
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
朝
鮮
人
は
一
年
未

満
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
二
年
を
基
準
と
し
て
い
る
の
は
「
募
集
」
と
「
官
斡
旋
」
で

の
契
約
期
間
が
二
年
で
あ
り
、
契
約
期
間
が
満
了
し
た
朝
鮮
人
に
は
契
約
期
間
延
長
の

た
め
に
鉱
山
で
各
種
費
用
を
負
担
し
、
朝
鮮
に
あ
る
家
族
を
鉱
山
に
呼
び
寄
せ
る
か
、

朝
鮮
に
一
時
帰
鮮
さ
せ
る
か
、
ま
た
は
契
約
延
長
手
当
を
支
給
す
る
等
、
企
業
側
で
さ

ま
ざ
ま
な
努
力
を
す
る
な
ど
し
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
人
炭
鉱
夫
の
二
年
間
の
経
験
と
熟

練
が
炭
鉱
会
社
側
に
と
っ
て
は
非
常
に
貴
重
な
資
産
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
22
）  
日
本
の
炭
鉱
で
は
戦
前
に
も
採
炭
、
掘
進
の
よ
う
な
主
要
作
業
は
生
産
高
賃
金
率
が

適
用
さ
れ
て
い
た
。
丁
振
聲
（
一
九
八
九
）
は
賃
金
決
定
方
式
を
考
慮
す
る
と
き
、
民

族
間
の
賃
金
格
差
は
一
九
二
〇
年
代
に
も
確
認
す
る
の
が
難
し
い
と
指
摘
し
た
。

（
23
）  

「
半
島
労
務
者
勤
労
状
況
に
関
す
る
調
査
報
告
」
は
朴
慶
植
編
（
一
九
八
一
）『
朝
鮮
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問
題
資
料
叢
書　

第
一
巻　

戦
時
強
制
連
行
・
労
務
管
理
政
策
Ⅰ
』
所
収
。

（
24
）  
強
制
貯
蓄
は
日
本
人
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
戦
時
通
貨
増
刷
に
よ
る
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
抑
止
す
る
た
め
の
政
策
手
段
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
敗

戦
直
後
貯
金
を
清
算
、
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
急
に
帰
国
し
た
場
合
を
除
け
ば
戦
時

期
に
か
け
て
貯
蓄
は
退
職
と
同
時
に
普
通
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
関
し

て
は
別
稿
で
詳
述
す
る
。

（
25
）  

軍
属
だ
っ
た
者
は
「
自
分
た
ち
を
平
等
に
扱
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
」。『
検
証　

日

本
統
治
下
朝
鮮
の
戦
時
動
員 
一
九
三
七－

一
九
四
五
』
三
〇
〇
頁
参
照
。

（
26
）  

表
８
に
は
〇
・
〇
と
表
記
し
た
が
、
実
数
は－

〇
・
〇
三
％
で
あ
る
。
朝
鮮
人
の
一

九
四
五
年
の
賃
金
は
、
日
本
人
に
比
べ
て
〇
・
〇
三
％
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
27
）  

住
友
鉱
業
所
で
は
「
半
島
労
務
動
員
ハ
雇
用
後
三
月
間
ハ
訓
練
期
間
デ
ア
リ
朝
鮮
総

督
府
ニ
於
テ
モ
特
ニ
此
ノ
期
間
中
ノ
待
遇
、
訓
育
等
ニ
付
テ
ハ
干
渉
カ
マ
シ
キ
迄
ニ
関

心
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
、
賃
金
等
ニ
付
テ
モ
保
障
的
或
ル
モ
ノ
ヲ
要
求
シ
テ
ヰ
ル
。
当
鉱
山

ノ
労
務
統
理
ノ
考
方
ヨ
リ
ス
レ
バ
斯
ル
モ
ノ
ハ
半
島
労
務
員
ノ
ミ
ニ
認
メ
ラ
レ
ル
特
殊

ナ
待
遇
（
経
済
的
方
面
ヨ
リ
大
体
厚
遇
テ
ア
ル
）
テ
ア
ル
故
他
ノ
一
般
労
務
動
員
ト
ハ

別
ニ
取
扱
ハ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
」
と
し
た
（
株
式
会
社
住
友
鴻
之
舞
鉱
業
所 
一
九
四
一
、
守

屋
敬
彦
編 

一
九
九
一
、
Ⅲ   

朝
鮮
人   

二
下
卷
、
一
四
八
三
頁
）

（
28
）  

外
村
が
根
拠
と
し
た
資
料
は
、『
特
高
月
報
』
一
九
四
〇
年
一
一
月
号
で
あ
る
。

（
29
）  

出
典
資
料
は
米
国
戦
略
爆
撃
調
査
団  U

. S. Strategic B
om

bing Survey: C
oals and 

M
etals in Japan’s W

ar E
conom

y.

（
30
）  

1
工
は
会
社
に
よ
り
例
外
的
に
違
う
場
合
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
坑
内
九
時
間
、
坑

外
一
〇
時
間
作
業
を
指
す
。「
官
斡
旋
」
は
一
九
四
二
年
二
月
か
ら
、「
徴
用
」
は
一
九

四
四
年
九
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
守
屋
敬
彦
が
根
拠
と
し
た
資
料
は
住
友
㈱
鴻
之
舞
鉱

業
所
の
「
労
務
員
職
名
・
番
号
一
決
定
賃
金
変
更
通
知
書
」
で
あ
る
。

（
31
）  

田
中
直
樹
に
よ
る
と
、
日
窒
江
迎
鉱
業
所
の
『
賃
金
台
帳
』
が
九
州
大
学
産
業
労
働

研
究
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
（
一
九
七
八
、
六
〇
九
頁
）。
こ
の
『
賃
金
台
帳
』
は
朝
鮮

人
と
日
本
人
を
問
わ
ず
、
労
務
者
一
人
に
一
枚
ず
つ
、
一
か
月
間
の
作
業
状
況
、
稼
働

賃
金
、
各
種
手
当
等
を
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
九
州
大
学
記
録
資
料

館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
種
類
の
資
料
が
多
く
残
っ

て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
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叢
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長
澤
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編
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一
九
九
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時
下
強
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連
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極
秘
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Ⅱ   

東
日
本
編
、
綠
蔭
書
房
、
二
一－

二
五
頁
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住
友
鑛
業
（
株
）
歌
志
內
鑛
業
部
（
一
九
四
五
）“Term

s R
equested and A

nsw
er to the 

Term
s R

equested”

（「
進
駐
軍
関
係
綴
」
所
収
）、
長
澤
秀
編
（
一
九
九
六
）『
戰
時
下

强
制
連
行
極
秘
資
料
集
』
Ⅲ   

東
日
本
編
、
綠
蔭
書
房
、
四
〇
九－

一
八
頁
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住
友
鑛
業
（
株
）
鴻
之
舞
鑛
業
部
（
一
九
四
一
）「
半
島
勞
務
員
統
理
綱
要
」、
守
屋
敬
彦
編

（
一
九
九
一
）『
戰
時
外
國
人
强
制
連
行
關
係
史
料
集
』
Ⅲ   

朝
鮮
人   

二   

下
卷
、
一
四
四

三－
八
五
頁
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厚
生
・
內
務
兩
省
（
一
九
三
九
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朝
鮮
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労
働
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募
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綱
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長
澤
秀
編
（
一
九
九
六
）

『
戰
時
下
强
制
連
行
極
秘
資
料
集
』
Ⅱ
、
綠
蔭
書
房
、
一
一－

一
二
頁
。



― 85 ―

厚
生
省
・
内
務
省
（
一
九
四
二
）「
移
入
勞
務
者
訓
練
及
取
扱
要
綱
」、
長
澤
秀
編
（
一
九
九

二
）『
戦
時
下
朝
鮮
人
中
国
人
連
合
軍
俘
虜
強
制
連
行
資
料
集
』
Ⅱ   

朝
鮮
人
強
制
連
行

（
文
書
編
）、
綠
蔭
書
房
、
五
五－

八
〇
頁
。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
五
）、『
당
꼬
라
고
요
？
』、
일
제
강

점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규 

명
위
원
회
（『
炭
鉱
だ
っ
て
？
』
日
帝
強
占
下
強
制
動
員

被
害
真
相
究
明
委
員
会
）。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
六
ａ
）、『
가
긴 

어
딜
가
？ 

헌
병
이 

총 

들
고 

지
키
는
데
』、
일 

제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
．（『
ど
こ
に
行

く
の
か
？  

憲
兵
が
銃
を
持
っ
て
守
っ
て
い
る
の
に
』、
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真

相
究
明
委
員
会
）。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
六
ｂ
）、『
똑
딱
선 

타
고 

오
다
가 

바

다 

귀
신 

될 

뻔 

했
네
』、
일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
．（『
蒸
気
船
に

乗
っ
て
き
た
が
海
の
鬼
神
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
』、
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相

究
明
委
員
会
）。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
七
ａ
）『
지
독
한 
이
별
』 

일
제
강
점

하
강
제
동
원
피
해
진
상
규 

명
위
원
회
．（『
酷
い
別
れ
』、
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
真
相

究
明
委
員
会
）。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
七
ｂ
） 『
수
족
만 

멀
쩡
하
면 
막 
가

는 

거
야
』、
제
강
점
하 

강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
．（『
手
足
さ
え
無
事
な
ら
ば

今
す
ぐ
行
く
の
か
』、
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員
会
）。

일
제
강
점
하
강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
（
二
〇
〇
九
）『
아
홉
머
리 

넘
어 

북
해
도
로
』、

일
제
강
점
하
강
제
동 

원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
．（『
青
森
超
え
て
北
海
道
に
』、

日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員
会
）。

김
민
영
（
金
珉
榮　

キ
ム
ミ
ン
ニ
ョ
ン
）（
一
九
九
五
）、『
일
제
의 

조
선
인
노
동
력
수
탈 

연

구
』、
한
울
．（
日
帝
の
朝
鮮
人
労
働
力
収
奪
研
究
、
ハ
ン
ウ
ル
）。

이
상
의
（
イ
サ
ン
ウ
ィ
）（
二
〇
一
四
）「
행
방 

후 

일
본
에
서
의 

조
선
인 

미
수
금 

공
탁 

과
정

과 

그 

특
징
」、『
동
북
아
역
사
논
총
』 

四
五
、
一
一－

四
五
頁
．
解
放
後　

日
本
に
お
け

る
朝
鮮
人
未
収
金
供
託
過
程
と
そ
の
特
徴
」、『
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
論
叢
』
四
五
、
一
一

－

四
五
頁
。

이
우
연
（
李
宇
衍
、
イ
ウ
ョ
ン
）（
二
〇
一
五
）、 「
전
시
기 

일
본
의 

조
선
인 

노
무
동
원
과 

탄

광
의 

노
동
환
경
」、
낙
성
대
경
제
연
구
소 

워
킹
페
이
퍼 W

P2015 -10 . 「
戦
時
期　

日
本

の
朝
鮮
人
労
務
動
員
と
炭
鉱
の
労
働
環
境
」、
落
星
岱
経
済
研
究
所　

ワ
ー
ク
ン
グ
ペ
ー

パ
ー　

W
P2015 -1 0

。

전
기
호
（
全
基
浩
、
チ
ョ
ン
ギ
ホ
）（
二
〇
〇
三
）、『
일
제
시
대 

재
일 

한
국
인 

노
동
자 

계
급

의 

상
태
와 

투
쟁
』、
지
식
산
업
사
．『
日
帝
時
代　

在
日
韓
国
人
労
働
者
階
級
の
状
態
と

闘
争
』、
知
識
産
業
社
。

정
진
성
（
丁
振
聲
、
チ
ョ
ン
ジ
ン
ソ
ン
）（
一
九
八
九
） 「
一
九
二
〇
年
代
의 

朝
鮮
人 

使
用 

狀

況 

및 

使
用 

經
費
―
日
本 

치
쿠
호
（
筑
豊
）
地
方
의 

미
쯔 

비
시
（
三
菱
） 

炭
鑛
을 

中
心
으
로

―
、『
韓
國
資
本
主
義
論
』、 

한
울
、
一
九
八－

二
二
四
。

정
혜
경
（
鄭
惠
瓊
、
チ
ョ
ン
ヘ
ギ
ョ
ン
）（
二
〇
〇
六
）、『
조
선
인 

강
제
연
행 

강
제
노
동 

Ⅰ 

일
본
편
』、
景
仁
文
化
社
。

정
혜
경
（
二
〇
一
一
）、「
일
본 

제
국
과 

조
선
인 

노
무
자 

공
출
」、
선
인
．『
朝
鮮
人
強
制
連

行
・
強
制
労
働
Ⅰ　

日
本
編
』、
景
仁
文
化
社
。

허
광
무
（
許
光
茂
、
ホ
カ
ン
ム
）（
二
〇
一
四
）、「
일
제
말
기 

강
제
동
원 

조
선
인 

노
무
자
의 

미
불
금 

피
해 

실
태

―
규
슈
（
九
州
）
지
역
의 

미
불
금 

관
리 

실
태
를 

중
심
으
로

―
」、『
동
북
아
역
사
논
총
』 

四
五
、
四
七－

八
二
．「
日
帝
末
期　

強
制
動
員
朝
鮮
人

労
務
者
の
未
払
金
被
害
実
態
―
九
州
地
域
の
未
払
金
管
理
実
態
を
中
心
に
」 

、『
東
北

ア
ジ
ア
歴
史
論
叢
』 

四
五
号
、
四
七－

八
二
頁
。

古
庄
正
（
二
〇
一
一
）「
足
尾
銅
山
・
朝
鮮
人
戦
時
動
員
の
企
業
責
任
―
村
上
安
正
の
批
判

に
答
え
る
」、『
在
日
朝
鮮
人
史
硏
究
』
四
一
号
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
号
、
六
九－

八

一
頁
。

林
え
い
だ
い
（
一
九
九
一
）「
解
說
」）『
戦
時
外
国
人
強
制
連
行
関
連
史
料
集
Ⅱ
』
朝
鮮
人　
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１   

上
巻
、
明
石
書
店
、
五－

四
一
頁
。

朴
慶
植
（
一
九
六
五
）『
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
記
録
』、
박
경
옥 

옮
김
（
パ
ク
キ
ョ
ン
オ
ク
訳
）

（
二
〇
〇
八
） 『
조
선
인 

강
제
연
행
의 

기
록
』、
고 

즈
윈
。

山
田
昭
次
（
一
九
七
八
）「
戦
時
下
常
磐
炭
田
の
朝
鮮
人
労
働
者
に
つ
い
て
」、
小
沢
有
作
編

（
一
九
七
八
）『
近
代
民
衆
の
記
錄
10　

在
日
朝
鮮
人
』
新
人
物
往
来
社
、
六
四
三－

五

二
頁
。

相
沢
一
正
（
一
九
八
八
）「
朝
鮮
人
強
制
連
行
と
そ
の
労
働
・
生
活
―
岩
手
県
・
六
黒
見
鉱

山
の
ば
あ
い
」、
東
敏
雄
、
丹
野
清
秋
編
『
近
代
日
本
社
会
発
展
史
論
』、
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
八
八
、
二
二
七－

六
七
頁
。

西
成
田
豊
（
一
九
九
七
）『
在
日
朝
鮮
人
の
「
世
界
」
と
「
帝
国
」
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
。

守
屋
敬
彦
（
一
九
九
一
）「
支
払
依
賴
書
類
綴
よ
り
み
た
る
住
友
鴻
之
鑛
山
朝
鮮
人
強
制
連

行
」、『
道
都
大
学
紀
要
』
一
〇
号
、
一－

三
一
頁
。

守
屋
敬
彦
（
一
九
九
五
）「
朝
鮮
人
強
制
連
行
に
お
け
る
募
集
・
官
斡
旋
・
徵
用
方
式
の
一
貫

性
」、『
道
都
大
学
紀
要
』
一
四
号
、
一
三－

六
九
頁
。

守
屋
敬
彦
（
一
九
九
六
）「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
の
朝
鮮
人
強
制
連
行
と
遺
家
族
援
護
」、

『
道
都
大
学
紀
要
』
一
五
号
、
八
一－

一
三
八
頁
。

守
屋
敬
彦
（
二
〇
〇
九
）「
企
業
資
料
中
各
種
名
簿
類
記
述
內
容
か
ら
分
か
る
朝
鮮
人
強
制
連

行
者
に
関
す
る
事
実
」『
二
〇
〇
九 

네
트
워
크 

관
계
자 

초
청 

워
크
숍
』 

、 

일
제
강
점
하

강
제
동
원
피
해
진
상
규
명
위
원
회
、
三－

三
一－

三－

五
六
．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
者

招
待
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員
会
、
三
の
三
一

－

五
六
頁
。

市
原
博
（
一
九
九
一
）「
戦
時
下
の
朝
鮮
人
炭
鉱
労
働
の
実
態
」、『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
一

五
号
、
九
九－

一
一
四
頁
。

市
原
博
（
一
九
九
七
）「
戦
時
下
日
本
企
業
の
朝
鮮
人
管
理
の
実
態
」、『
土
地
制
度
史
学
』
一

五
七
号
、
一
七－

三
〇
頁
。

外
村
大
（
二
〇
一
二
）『
朝
鮮
人
強
制
連
行
』
岩
波
新
書
。

原
朗
（
一
九
七
六
）「
戰
時
統
制
の
開
始
」、『
岩
波
講
座   

日
本
歷
史　

20　

近
代
七
』、
二
一

五－

六
八
頁
。

長
澤
秀
（
一
九
七
七
）「
常
磐
炭
田
に
お
け
る
朝
鮮
人
労
働
者
に
つ
い
て
」、『
駿
台
史
學
』
四

〇
号
、
九
二－

一
二
一
頁
。
梁
泰
昊
編
（
一
九
九
三
）『
朝
鮮
人
強
制
論
文
集
成
』
明
石

書
店
、
一
二
三－

一
四
五
頁
収
録
。

長
澤
秀
（
一
九
八
七
）「
戦
時
下
常
磐
炭
田
に
お
け
る
朝
鮮
人
鉱
夫
の
労
働
と
闘
い
（
一
）」

『
史
苑
』
四
七
巻
一
号
、
一－

三
三
頁
。
長
澤
秀
（
一
九
八
八
）「
戦
時
下
常
磐
炭
田
に

お
け
る
朝
鮮
人
鉱
夫
の
労
働
と
闘
い
（
二
）」『
史
苑
』
四
七
巻
二
号
、
六
一－

九
五
頁
。

梁
泰
昊
編
『
朝
鮮
人
强
制
連
行
論
文
集
成
』
明
石
書
店
、
一
四
六－

二
〇
四
頁
に
二
論

文
を
ま
と
め
て
収
録
。

田
中
直
樹
（
一
九
六
八
）「
第
二
次
大
戦
前
夜
の
炭
鉱
に
お
け
る
朝
鮮
人
労
働
者
―
石
炭
連

合
会
資
料
を
中
心
に
し
て
」、『
朝
鮮
研
究
』
七
二
号
、
二
二－

三
六
頁
。
田
中
直
樹
（
一

九
六
九
）「
戦
時
下
に
お
け
る
炭
鉱
労
働
者
に
つ
い
て
―
労
働
力
構
成
を
中
心
に
し

て
」、『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
：
社
会
学
・
心
理
学
・
教
育
学
：

人
間
と
社
会
の
探
究
』
九
号
、
二
一－

三
三
頁
。
田
中
直
樹
「
太
平
洋
戦
争
前
夜
に
お

け
る
炭
坑
労
働
者
に
つ
い
て　

石
炭
連
合
会
資
料
を
中
心
に
」、
三
田
経
済
学
研
究
．
一

二
巻
、
一
九
六
八
年
、
前
掲
『
近
代
民
衆
の
記
錄
10　

在
日
朝
鮮
人
』
五
六
五－

六
一

一
頁
収
録
（
三
本
の
論
文
に
基
づ
き
「
戦
時
期
に
お
け
る
朝
鮮
人
鉱
夫
の
雇
用
状
態
―

筑
豊
炭
山
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」
の
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
）。

朝
鮮
人
强
制
連
行
實
態
調
査
報
告
書
編
輯
委
員
会
編
（
一
九
九
九
）『
北
海
道
と
朝
鮮
人
勞
働

者
』
札
幌
学
院
大
学
生
活
協
同
組
合
。

朝
鮮
人
強
制
連
行
眞
相
調
査
團
（
一
九
七
四
）『
朝
鮮
人
強
制
連
行
強
制
労
働
の
記
録
』
現
代

出
版
社
。
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ブ
ラ
ン
ド
ン
・
パ
ー
マ
、
塩
谷
紘
訳
『
検
証　

日
本
統

治
下
朝
鮮
の
戦
時
動
員 

一
九
三
七
→
一
九
四
五
』
草
思
社
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〇
一
四
。
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外
務
省
ア
ジ
ア
局
北
東
ア
ジ
ア
課
譯
（
一
九
八
九
）『
復

刻
板   

日
本
に
お
け
る
朝
鮮
少
數
民
族
：
一
九
〇
四－

一
九
五
〇
年
』
龍
溪
書
店
。
二
〇

〇
二
年
に
ハ
ン
グ
ル
版
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
、
参
照
し
た
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